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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第115期 第116期 第117期 第118期 第119期
決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

売上高（千円） 13,472,32411,956,0149,783,0478,972,2796,602,863

経常損益（千円） 986,125 △53,453△1,315,658△437,477△1,072,434

当期純損益（千円） 673,110△472,698△947,304△477,427△845,667

純資産額（千円） 5,537,7905,193,0673,696,5072,608,7022,062,147

総資産額（千円） 13,339,43213,454,71711,740,1459,624,5529,550,812

１株当たり純資産額（円） 594.20 523.56 368.28 261.33 197.09

１株当たり当期純損益金額

（円）
68.87 △50.52 △101.00 △50.91 △90.18

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） 41.5 36.5 29.4 25.5 19.4

自己資本利益率（％） 13.1 △9.0 △22.6 △16.2 △39.3

株価収益率（倍） 10.9 － － － －

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
1,304,414△198,316 191,718 424,423△643,932

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
△778,528△2,090,172△454,881△407,303△221,236

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
△236,5291,246,882196,565 244,899 517,452

現金及び現金同等物の期末残

高（千円）
1,904,746876,139 803,143 965,744 623,941

従業員数（人） 723 759 697 637 513

　（注）１．△は損失又はマイナスを示している。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については潜在株式が存在しないため記載していない。

３．売上高には、消費税等は含まれていない。

４．第116期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月9

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月9日）を適用している。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第115期 第116期 第117期 第118期 第119期
決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

売上高（千円） 12,412,77111,099,7799,234,7908,120,6505,389,980

経常損益（千円） 759,946 △61,251△1,075,107△300,414△1,020,667

当期純損益（千円） 494,027△462,379△757,011△360,250△819,806

資本金（千円） 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

発行済株式総数（千株） 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

純資産額（千円） 4,991,3734,327,4603,078,0742,324,1311,740,485

総資産額（千円） 12,207,79311,335,1749,879,6079,200,3449,064,497

１株当たり純資産額（円） 529.93 461.32 328.20 247.85 185.61

１株当たり配当額（円）

（内１株当たり中間配当額

（円））

15

(－)

10

(5)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

１株当たり当期純損益金額

（円）
49.46 △49.29 △80.71 △38.41 △87.42

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） 40.9 38.2 31.2 25.3 19.2

自己資本利益率（％） 10.5 △9.9 △20.4 △13.3 △40.3

株価収益率（倍） 15.3 － － － －

配当性向（％） 30.3 － － － －

従業員数（人） 354 362 342 307 285

　（注）１．△は損失又はマイナスを示している。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については潜在株式が存在しないため記載していない。

３．売上高には、消費税等は含まれていない。

　４．第116期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月9

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月9日）を適用している。
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２【沿革】

昭和７年２月 資本金４万円で株式会社日本気化器製作所を創立、わが国唯一の気化器専門工場として発足

昭和８年３月 自動車及び航空機エンジン用気化器を開発

昭和26年３月 自動車及び農業エンジン用気化器、燃料ポンプを開発

昭和27年３月 資本金を２千万円に増資

昭和35年１月 資本金を５千万円、10月に１億円に増資

　 〃 　 〃 名古屋、広島に出張所開設

　 〃 　９月 第２工場完成

昭和36年７月 本社工場完成

　 〃 　８月 資本金を１億５千万円に増資

　 〃 　10月 東京証券取引所市場第２部に株式上場

昭和37年３月 資本金を２億５千万円に増資

昭和38年３月 自動車用ＬＰＧキャブレーション装置を開発

　 〃 　９月 神奈川県厚木市に工場敷地を入手

昭和39年12月 資本金５億円に増資

　 〃 　 〃 四連二段作動気化器を開発

昭和42年４月 厚木工場を建設、９月より操業開始

昭和43年３月 ㈱日立製作所と業務提携

昭和47年９月 ㈱日立製作所を含む自動車機器技術研究組合（自機研）に参加

昭和49年11月 田島精密工業㈱（連結子会社）の株式取得

昭和53年６月 ㈱日気サービス（連結子会社）の株式取得

　 〃 　９月 本社工場に技術本館完成

昭和59年３月 自動車用電子燃料噴射装置開発

昭和62年３月 自動車エンジン用各種ＥＣＵを開発

昭和63年５月 品川工場を厚木工場へ集約実施

平成元年10月 ニッキ・テクノ㈱（連結子会社）の株式取得

平成２年１月 品川本社ビル完成

平成６年10月 本社を東京都品川区より神奈川県厚木市に移転

平成７年10月 中華人民共和国に瀋陽日新気化器有限公司（連結子会社）を設立

平成10年１月 米国にNIKKI AMERICA,INC.（連結子会社）を設立

平成13年10月 ㈱ニッキに社名を変更

平成16年９月 ガス自動車用燃料供給システムの開発、製造、販売、排ガス試験認証取得を行う専門子会社「㈱ニッ

キ　ソルテック」（連結子会社）を設立

平成17年６月 大韓民国にNIKKI KOREA CO.,LTD.（非連結子会社）を設立

平成17年11月 米国にNIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC（連結子会社）を設立

平成21年４月 ㈱ニッキ　ソルテックが㈱日気サービスを吸収合併したことに伴い㈱ニッキ　ソルテック　サービス

へ商号を変更
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３【事業の内容】

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社７社、関連会社１社より構成されており、自動車機器、ガ

ス機器、汎用機器の製造、販売及び不動産賃貸を主たる事業としている。

　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりである。

　なお、次の４部門は「第５　経理の状況　１ 連結財務諸表等　(1）連結財務諸表　注記事項」に掲げる事業の種類別セ

グメント情報の区分と同一である。

(1）自動車機器事業…スロットルボディ、気化器、アクセルワイヤユニット、アクチュエータ

当社及びニッキ・テクノ㈱が製造し、当社及び㈱ニッキ ソルテック サービスが販売してい

る。

(2）ガス機器事業　…ＥＣＵ（電子制御装置）、インジェクター及び噴射システム、ミキサ、ベーパーライザ、

レギュレータ

当社が製造、販売、㈱ニッキ ソルテック サービスが販売、開発、NIKKI KOREA CO.,LTDが販売

している。

(3）汎用機器事業　…汎用気化器（農業用、産業用）、船舶用気化器、二輪用噴射システム

当社と瀋陽日新気化器有限公司、田島精密工業㈱及びNIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLCが製

造し、当社と瀋陽日新気化器有限公司、NIKKI AMERICA,INC.及びNIKKI AMERICA FUEL SYSTE

MS,LLCが販売している。

(4）不動産賃貸事業…当社が、賃貸先に当社所有不動産を賃貸している。

　事業系統図は次のとおりである。なお、㈱ニッキ　ソルテックは、平成21年４月１日付で㈱日気サービスを吸収合併

し、同日付で株式会社ニッキ　ソルテック　サービスに商号変更している。また田島精密工業㈱は、平成21年９月に汎用

機器事業を休止している。

　（注）　※１……連結子会社

※２……非連結子会社で持分法非適用会社　

※３……関連会社で持分法非適用会社 　 
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４【関係会社の状況】

名称 住所 資本金 主要な事業の内容

議決権の
所有割合
又は被所
有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）      

瀋陽日新気化器有限公司

(注)３

中華人民共和国

遼寧省瀋陽市

万米ドル

300
汎用機器事業 60

当社汎用機器の製造及び

販売をしている。

役員の兼任あり。

NIKKI AMERICA, INC.

(注)３

アメリカ合衆国

ウィスコンシン

州フランクリン

万米ドル

430
汎用機器事業 100

当社汎用機器を販売して

いる。

役員の兼任あり。

NIKKI AMERICA

FUEL SYSTEMS,LLC

(注)２  (注)３  (注)４

アメリカ合衆国

アラバマ州オー

バン市

万米ドル

623
汎用機器事業

70

(70)

当社汎用機器製造拠点。

役員の兼任あり。

田島精密工業株式会社
福島県南会津郡

南会津町

万円

3,500
汎用機器事業 100

当社汎用機器を製造して

いたが平成21年９月に汎

用機器事業を休止してい

る。　

役員の兼任あり。

ニッキ・テクノ株式会社 神奈川県厚木市
万円

1,000
自動車機器事業 100

当社自動車機器を製造し

ている。

 役員の兼任あり。

株式会社ニッキ　ソル

テック　サービス
神奈川県厚木市

万円

3,000

自動車機器事業及

びガス機器事業
100

当社ガス自動車用燃料供

給システムの販売及び開

発をしている。

役員の兼任あり。

　（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。

２．議決権所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数である。

３．特定子会社に該当している。

４．NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLCについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上

高に占める割合が10％を超えている。

主要な損益情報 (1）売上高 1,296百万円

 (2）経常損失 △96百万円

 (3）当期純損失 △96百万円

 (4）純資産額 29百万円

 (5）総資産額 1,152百万円
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

自動車機器事業 87 

ガス機器事業 125 

汎用機器事業 230 

不動産賃貸事業 － 

全社（共通） 71 

合計 513 

　（注）１．従業員数は就業人員である。

２．全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門等の従業員数である。

３．前連結会計年度末に比べ従業員数が124名減少したが、これは主に当社の連結子会社である田島精密工業㈱

の汎用機器事業の休止によるものである。

　

(2）提出会社の状況

 平成22年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

285 37.2　　 14.4 4,930,327

　（注）１．従業員数は就業人員である。

２．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含む。

３．従業員数が前期末に比べ、22名減少したのは、事業構造転換に向けたインフラの整備施策の実施に伴う人員

の削減によるものである。 

(3）労働組合の状況

　当社の労働組合は、ニッキ労働組合と称し、全日本自動車産業労働組合総連合会（略称　自動車総連）に加盟して

おり、労使関係は安定している。

　なお、平成22年３月末現在における組合員数は224人である。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当連結会計年度のわが国経済は、世界的な金融危機の影響が残る中で、新興国の経済回復などを背景にアジア向

け輸出が増加するなど、景気底入れの兆しが見えてきたが、緩やかなデフレ状況や失業率が高水準で推移するなど、

景気回復は自律性に乏しく、依然として厳しい状況が続いた。 

このような状況のもと、四半期ベースの売上高は着実に回復・増加したものの、世界的な景気停滞の影響を大き

く受け、需要の回復時期が予想よりもずれ込んだため、当連結会計年度の連結売上高は66億２百万円（前期比

26.4％減少)となった。

損益については、一層のコスト削減及び採算性の改善に努めてきたが、大幅な売上減少による影響を補うことが

できず当連結会計年度の営業損失は９億７千９百万円（前期は４億９千４百万円の営業損失）、経常損失は10億７

千２百万円（前期は４億３千７百万円の経常損失）、当期純損失は８億４千５百万円（前期は４億７千７百万円の

当期純損失）となった。

しかしながら、在庫調整の一巡等により売上回復の兆しが現れてきており、当第４四半期連結会計期間の売上高

は大きく伸長し、また生産分担の見直し等によるコスト削減策も寄与し、黒字計上となった。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりである。 

自動車機器事業は自動車用気化器の販売減少により売上高８億４千７百万円（同40.4％減少）、営業損失７千３

百万円（前期は１億２百万円の営業利益）となった。

ガス機器事業は韓国向け輸出高の減少及び産業機械向け販売の減少により売上高22億８百万円（同34.5％減

少）、営業損失５億７千５百万円（前期は７千６百万円の営業損失）となった。  

汎用機器事業は最終製品の主要マーケットである米国市場の低迷により売上高30億３千１百万円（同17.4％減

少）、営業損失６億８千７百万円（前期は８億２千９百万円の営業損失）となった。

不動産賃貸事業は売上高５億１千５百万円（同1.3％増加）、営業利益４億２千９百万円（同3.8％増加）となっ

た。

所在地別セグメントの業績は次のとおりである。

日本国内では、自動車機器、ガス機器、汎用機器の売上減少により、売上高55億６千１百万円（同33.1％減少）、営

業損失９億４千万円（前期は３億３千５百万円の営業損失）となった。

中国では、汎用機器の売上増加により、売上高４億７千２百万円（前年同期比31.8％増加）となり、営業利益９千

５百万円（前期は２千万円の営業利益）となった。

米国では、米国子会社の汎用機器の売上減少により、売上高15億３千１百万円（同10.0％減少）、営業損失５千７

百万円（前期は９千１百万円の営業損失）となった。 

(2）キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローの減少（６億４千３百万円）及び投資活動によ

るキャッシュ・フローの減少（２億２千１百万円）が、財務活動によるキャッシュ・フローの増加（５億１千７百

万円）を上回り、また、現金及び現金同等額に係る換算差額（５百万円）の増加による調整を行った結果、現金及び

現金同等物の残高は、６億２千３百万円（前連結会計年度は９億６千５百万円）となり、前連結会計年度より３億

４千１百万円減少した。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果減少した資金は６億４千３百万円（前年同期は４億２千４百万円の増加）となり、前年同期と比

べて10億６千８百万円減少した。これは主に税金等調整前当期純損失（８億６千４百万円）、退職給付引当金の減

少（２億１千９百万円）及び減価償却費（７億５千万円）によるものである。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果減少した資金は２億２千１百万円（前年同期は４億７百万円の減少）となり、前年同期と比べて

１億８千６百万円増加した。これは主に有形固定資産の取得による支出（４億９千６百万円）及び有形固定資産の

売却による収入（２億８千１百万円）によるものである。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果増加した資金は５億１千７百万円（前年同期は２億４千４百万円）となり、前年同期と比べて２

億７千２百万円増加した。これは主に長期借入れによる収入（５億円）、長期借入金の返済による支出（１億７千

１百万円）によるものである。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

前年同期比（％）

自動車機器事業（千円） 740,480 55.5

ガス機器事業（千円） 2,028,877 59.6

汎用機器事業（千円） 3,093,641 87.5

合計（千円） 5,862,999 70.9

　（注）１．金額は販売価格によっている。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていない。

(2）受注状況

　当社グループ（当社及び連結子会社）は各メーカーの生産内示により生産計画をたてているため、受注高は生産

高にほとんど等しくなる。

(3）販売実績

　当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

前年同期比（％）

自動車機器事業（千円） 847,104 59.6

ガス機器事業（千円） 2,208,644 65.5

汎用機器事業（千円） 3,031,290 82.6

不動産賃貸事業（千円） 515,824 101.3

合計（千円） 6,602,863 73.6

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去している。

　　　　２．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであ

る。

相手先

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

Briggs & Stratton Corporation1,692,882 18.9 1,530,455 23.2

GM Daewoo Auto & Technology Co.1,230,646 13.7 － －

日産工機株式会社 912,179 10.2 － －

　　　　３．上記の金額には、消費税等は含まれていない。
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３【対処すべき課題】

(1）当社グループの現状の認識について

当社の喫緊の課題は、収益構造の変革を更に進展させることと認識し、これまで実施してきた事業構造改革を一層

進展させていくことである。

(2）当面の対処すべき課題の内容

これまで実施してきた事業構造改革を継続進展させ、コスト削減を着実に実行することで更なる固定費の削減を

図るとともに、事業の選択と集中を行い、ガス機器事業を中心とした新興国向け売上を増強し、収益構造の改善を図

る。 

(3）対処方針

基本方針として、採算性・収益性・成長性を重視した事業の選択と集中を図り、構造改革を更に進め、長期的・安

定的な収益基盤の構築を図るとともに、これを推進する社内体制を整備・確立していく。 

(4）具体的取組状況

事業構造転換に向けたインフラの整備施策を実施してきており、具体的には人員の削減、人件費及び経費の削減、

材料費の削減、製品別採算見直しによる販売価格の改定、生産性の向上等を実施している。

さらに、2009年度をスタートとした３ヶ年の新中期経営計画を策定し、事業構造改革を継続進展させ、収益確保・

採算改善に向け取り組み、実行中である。

(5）会社の支配に関する基本方針及び当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）について

当社は、平成19年６月28日開催の第116期株主総会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在

り方に関する基本方針及び当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）を決定した。さらに、平成22年６月

25日開催の第119期株主総会において、一部を変更（以下、変更後の対応策を「本プラン」という。）した上で更新す

ることを以下のとおり決定した。

①　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上

に資する者が望ましいと考えている。

　　もっとも、当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねているため、会社を支配する者の在り方は、最終的に

は株主の全体の意思に基づき決定されるべきであり、会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判

断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えている。

　　しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあ

るもの、株主が買付の条件等について検討したり、当社取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提

供しないもの、買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、株

主共同の利益を毀損するものもあり得る。

このような大規模な買付行為や買付提案を行なう者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する

者として適当でないと判断する。　

②　基本方針の実現に資する取組み　

　　当社グループでは、主力製品であった自動車キャブレターの製廃による自動車機器の売上減少及び米国の住宅バ

ブル崩壊による汎用機器の売上減少に伴い業績の悪化に直面した。このような事業環境変化に対応するため、平成

19年度より新たな構造改革に着手し効率化や合理化によるコスト低減等を強力に推進してきたが、平成20年秋以

降の世界的金融不況の影響に伴い回復時期はややずれ込んでいる。しかしながら、一方ではその効果も確実に現れ

始めており、平成21年度第４四半期連結会計期間では黒字を確保した。

　　当社グループでは、着実に利益を生み出し成長し続けていくために、以下の施策に基づき強靭な企業体質の構築及

び成長戦略の推進を強力に進めている。これらの施策を確実に遂行することで、当社グループは中長期的な成長を

確実なものとし、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上を目指す。
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イ．2009年度～2011年度 中期経営計画による企業価値・株主共同の利益向上への取組み（要旨）

1）基本方針

　事業構造の転換に向けたインフラ整備の施策を継続するとともに、収益性・成長性を重視した事業の選択と

集中による事業構造改革につなげ、長期的・安定的な収益基盤の構築を図るとともに、これを推進する社内体

制を整備・確立していく。

　　2）計画の骨子

　　　a.事業部門別展開

　　　　・各事業部門において、成長性・収益性の期待できる分野に対して、研究開発・設備投資・人的資源などのリ

ソースの重点シフトを図り、成長基盤を確立し収益の拡大を目指す。

　　　　・ガス機器事業については、ガス市場がガソリン代替市場と位置付けられるため、原油価格の高騰や環境意識の

高まりから、今後も成長性の高い事業分野と考えられる。特に新興国市場等において今後の成長性が大き

く見込まれるため、アジア市場を中心とした海外ＮＧＶ（天然ガス自動車）市場において提携も含めた参

入を積極的に進めていく。

　　　　・汎用機器事業については、米国市場を睨んだ事業であり、当面、市場の成長性は低下あるいは鈍化することが予

想されるため、採算性を重視した事業展開を実施していく。ただし、中期的に燃料噴射化への動きも予想さ

れるため、燃料噴射化への対応を強化するとともに生産分担の最適化を進めコストミニマム化を徹底して

いく。

　　　　・自動車機器（主として自動車用気化器）事業については、今後の成長性が見込みにくいため、現状の採算性を

確保しつつ製品の統廃合を進めていく。

　　　b.収益確保・採算改善

　　　　・確実に収益を確保するため、製品別採算の管理・見直しを更に強化する。

　　　　・ＶＥ/ＶＡ活動を強化し、より一層のコストダウンの徹底を図る。

　　　　・調達先の最適化を進め、調達コストの低減を図る。

　　　c.品質向上

　　　　・事業構造の変化に対応した管理項目の見直し、不具合検出力の再点検及び予防措置の徹底を図るとともに、上

流である開発・設計段階からの「生産前品質保証活動」を更に強化・徹底する。

　　　d.組織・体制の整備

　　　　・収益性を重視した生産分担の最適化を進める。

　　　　・効率的な組織と事業別組織力の強化を図る。

　　　　・新人事制度の早期定着を図り、施策の実現力を担保するとともに、人材の強化・育成を確実に推進する。　

ロ．コーポレート・ガバナンスの強化による企業価値・株主共同の利益向上への取組み

当社は、「企業倫理の徹底と、合理的且つ効果的で透明性の高い経営姿勢を貫き、企業価値を高め、社会から信

頼と尊敬される会社をめざす。」との経営理念に基づいて経営活動を行ない、広く社会から期待される企業とな

るべくコーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つとして位置づけている。経営の透明性及び

効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え、企業価値を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの

基本であると認識している。

当社は、企業価値・株主共同の利益の向上を図るための取組みとして、株主に対する経営陣の責任を明確にす

るため、取締役の任期を１年としている。また、平成21年６月26日開催の当社第118期株主総会により新たに社外

取締役１名の選任を得て、ガバナンスのより一層の強化を図ってきた。なお、上記の社外取締役は東京証券取引

所が定める独立役員の要件を充たしている。また、役員と従業員が企業活動を遂行する上で遵守しなければなら

ないルールとして「企業行動憲章」及び「従業員行動規範」を整備し、法令遵守と企業倫理の確立に努めてい

る。また、当社は監査役会設置会社を採用している。取締役会は原則として１ヶ月に１回開催（監査役も毎回出

席）し、取締役会規則に定められた詳細な付議事項について積極的な議論を行っている。また、監査役会は、２名

を社外監査役とし、監査の透明性、公平性を確保している。

当社グループでは、企業価値・株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以上のような施策を実施し

ている。これらの取組みは、上記①の基本方針の実現にも資するものと考えている。
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③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み

イ．本プラン導入の目的

本プランは、上記①に述べた基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組みとして導入するものである。

当社取締役会は、当社株式に対する大規模な買付等が行われた場合でも、その大規模な買付等の目的等が当社

の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、当社の財務及び事業の方針の決定を支配す

る者として不適切であると考えるものではない。また、支配権の移転を伴う買収提案に応じるかどうかの判断

も、最終的には株主の意思に基づき行われるべきものと考えている。

しかしながら、株式の大規模な買付等の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対して明白

な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主に株式の売却を事実上強制するおそれのあるもの、取締役会や株主が

株式の大規模な買付等の内容等について検討し、あるいは取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十

分な時間や情報を提供することのないもの等、買収の対象とされた会社の企業価値・株主共同の利益に資さな

いものもあり得る。

したがって、当社は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株主が適切な判断をするため

に必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われることが、企業価値

・株主共同の利益に合致すると考え、以下の内容の大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関す

る一定のルール（以下「大規模買付ルール」という。）を設定し、会社の支配に関する基本方針に照らして不適

切な者によって大規模な買付行為がなされた場合の対応方針を含めた買収防衛策として、株主総会において株

主の承認を得て、前プランの内容を一部変更し、本プランとして更新することとした。

ロ．本プランの対象となる当社株式の買付

本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループ（注１）の議決権割合（注２）を25％以上と

することを目的とする当社株券等（注３）の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が

25％以上となる当社株券等の買付行為（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、ま

た市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問わない。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」

といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」という。）とする。

（注１）：特定株主グループとは、（ⅰ）当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等

をいう。）の保有者（同法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含む。以下同じとする。）及びその

共同保有者（同法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づく共同保有者とみなされ

る者を含む。以下同じとする。）または、（ⅱ）当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をい

う。）の買付け等（同法第27条の２第１項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるも

のを含む。）を行う者及びその特別関係者（同法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいう。）を意味す

る。

（注２）：議決権割合とは、（ⅰ）特定株主グループが、注１の（ⅰ）記載の場合は、当該保有者の株券等保有

割合（金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいう。この場合においては、当該保有者の

共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいう。以下同じとする。）も加算するものとす

る。）または、（ⅱ）特定株主グループが、注１の（ⅱ）記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の

株券等保有割合（同法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいう。）の合計をいう。

　各議決権割合の算出に当たっては、総議決権の数（同法第27条の２第８項に規定するものをいう。）及び発行

済株式の総数（同法第27条の23第４項に規定するものをいう。）は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株

券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとする。

（注３）：株券等とは、金融商品取引法第27条の23第１項または同法第27条の２第１項に規定する株券等を意

味する。
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ハ．独立委員会の設置　

本プランを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及

び合理性を担保するため、現プランと同様に独立委員会規程（概要については、注５を参照のこと。）に基づき、

独立委員会を設置している。独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の

業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役および社外有識者（注４）の中から選任する。現在の独立

委員会委員である社外監査役の松村隆氏および染野光宏氏ならびに社外有識者の須藤修氏は、本プラン更新後

も引き続き独立委員会委員として就任予定である。

独立委員会は大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かの判断、対抗措置の発動・不発動の判断、

いったん発動した対抗措置の停止等の判断など、当社取締役会の諮問に対して勧告するものとし、当社取締役会

は、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとする。独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜公表す

ることとする。

なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値・株主共同の利益に資するようになされることを確保するため

に、独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した外部専門家（フィナンシャル・アドバイザー、公認会計

士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）の助言を得ることができるものとする。

（注４）：社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法

等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者をいう。

ニ．大規模買付ルールの概要

1）大規模買付者による意向表明書の当社への事前提出

　　　 大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為または大規模買付行為の提案に先立

ち、まず、当社代表取締役宛に大規模買付ルールに従う旨の誓約及び以下の内容等を日本語で記載した意向表明

書を提出する。

　　 a.大規模買付者の名称、住所

　　 b.設立準拠法

　　 c.代表者の氏名

　　 d.国内連絡先

　　 e.提案する大規模買付行為の概要等

     　当社取締役会が大規模買付者から意向表明書を受理した場合は、速やかにその旨及び必要に応じ、その内容に

ついて公表する。

2）大規模買付者による必要情報の提供

　当社は、上記1）の意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から当社取締役会に対して、株主の判断及

び当社取締役会としての意見形成のために提供をうける必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」という。）

のリストを当該大規模買付者に交付し、大規模買付者には、本必要情報のリストに従い、本必要情報を当社取締

役会に書面にて提出してもらう。本必要情報の一般的な項目は以下のとおりである。その具体的内容は大規模買

付者の属性及び大規模買付行為の内容によって異なるが、いずれの場合も株主の判断及び当社取締役会として

の意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとする。

a.大規模買付者及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び組合員（ファンドの場合）その他の構成員を

含む。）の詳細（名称、事業内容、経歴または沿革、資本構成、財務内容を含む。）

b.大規模買付行為の目的、方法及び内容（大規模買付行為の対価の価額・種類、大規模買付行為の時期、関連す

る取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為の実現可能性等を含む。）

c.大規模買付行為の対価の価額の算定根拠（算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規

模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容を含む。）

d.大規模買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含む。）の具体的名称、調達方法、関連する

取引の内容を含む。）

e.当社及び当社グループの経営に参画した後に想定している役員候補（当社及び当社グループの事業と同種の

事業についての経験等に関する情報を含む。）、当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配

当政策等

f.当社及び当社グループの経営に参画した後に予定している当社の取引先、顧客、従業員その他の当社に係る利

害関係者と当社及び当社グループとの関係に関しての変更の有無及びその内容
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　当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付者に対し情報提供

の期限を設定することがある。ただし、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合は、その

期限を延長することができるものとする。

　また、当初提供された情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、当社取締役会は、大規

模買付者に対して、適宜期限を定めた上で、本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがある。当社

取締役会は、本必要情報が大規模買付者から提供されたと判断した場合には、その旨の通知を大規模買付者に発

送するとともにその旨を公表する。

　また、当社取締役会が本必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者から当該情報の一

部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、当社取締役会が求める本必要情報が全て揃わなく

とも、大規模買付者との情報提供に係る交渉等を終了し、その旨を公表するとともに、後記 3）の当社取締役会

による評価・検討を開始する場合がある。

　当社取締役会に提供された本必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の判断のために必要であると

認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を公表する。　　　

3）当社取締役会による評価期間等

当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の

提供を完了した後、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合は最長60日間、ま

たはその他の大規模買付行為の場合は90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のた

めの期間（以下、「取締役会評価期間」という。）として設定する。従って、大規模買付行為は、取締役会評価期

間経過後にのみ開始されるものとする。

取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した外部専門家（フィナンシャル・アドバイザー、

公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評

価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公

表する。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役

会として株主に対し代替案を提示することもある。　

ホ．大規模買付行為がなされた場合の対応方針

1）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

　　 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であっ

たとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主を説得するに

留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとらない。大規模買付者の買付提案に応じるか否か

は、株主において、当該買付提案及び当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等を考慮の上、判断いた

だく。ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例えば以下のaからe

のいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値・株主共同の利益を著

しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に当社の企業価値・株

主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲内で、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律

及び当社定款が認める対抗措置をとることがある。

a.真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引き

取らせる目的で株式の買収を行っている場合（いわゆるグリーンメーラーである場合）

b.会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧

客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で株式の買収を

行っている場合

c.会社経営を支配した後に、当社の資産を当該買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流

用する予定で株式の買収を行っている場合

d.会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処

分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会

を狙って株式の高値売り抜けをする目的で株式の買収を行っている場合

e.大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付で当社の株式の全

部の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等に

よる株式の買付を行うことをいう。）等の、株主の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主に当社株式の

売却を強要するおそれがあると判断された場合
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上記のとおり例外的に対抗措置を発動することについて判断する場合には、その判断の客観性及び合理性を

担保するため、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮

問し、独立委員会は対抗措置発動の必要性、相当性を十分検討した上で上記ニ.3）の取締役会評価期間内に勧告

を行うものとする。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置発動または不発動につ

いて判断を行うものとする。

具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択す

ることとする。当社取締役会が具体的対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当を行う場合の概要は注６に

記載のとおりであるが、実際に新株予約権の無償割当をする場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グ

ループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及び行

使条件を設けることがある。

2) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社

取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、上記1）で述べた対抗措置をとり、大規

模買付行為に対抗する場合がある。対抗措置を発動することについて判断するにあたっては、当社取締役会は、

独立委員会の勧告を最大限尊重して、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討した上で発動の是非について判断

するものとする。

3）対抗措置発動の停止等について

上記1）または2）において、当社取締役会において具体的対抗措置を講ずることを決定した後、当該大規模買

付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断

した場合には、独立委員会の助言、意見、または勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の停止または変更等

を行うことがある。例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合、当社取締役会において、無償割当

が決議され、または、無償割当が行われた後においても、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行

うなど対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を受けた上で、効力

発生日の前日までの間は、当該新株予約権無償割当等の中止、または新株予約権無償割当後において行使期間開

始日の前日までの間は、当該新株予約権の無償取得の方法により対抗措置発動の停止を行うことができるもの

とする。このような対抗措置発動の停止を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項とともに、法令及び当社

が上場する東京証券取引所の上場規則等に従い、適時・適切に開示する。

ヘ．株主・投資家に与える影響等

1) 大規模買付ルールが株主及び投資家に与える影響等

　大規模買付ルールは、株主が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営

を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主が代替案の提示を受ける機会を保証することを目的としてい

る。これにより株主は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが

可能となり、そのことが当社の企業価値・株主共同の利益の保護につながるものと考える。従って、大規模買付

ルールの設定は、株主及び投資家が適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、株主及び投資家の利益

に資するものであると考えている。

　なお、上記ホにおいて述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより大規模買付行

為に対する当社の対応が異なるので、株主及び投資家においては、大規模買付者の動向に注意する必要がある。

2) 対抗措置発動時に株主及び投資家に与える影響

　当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、上記ホに記載した対抗措置をと

ることがあるが、当社取締役会が具体的な対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び当社が上場する東

京証券取引所の上場規則等に従って、当該決定について適時・適切に開示する。

　対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主が、法的権利または経済的側面において格別の損失を被る

ような事態は想定していない。対抗措置の一つとして新株予約権の無償割当を行う場合は、当社が当該新株予約

権の取得の手続きを取ることにより、大規模買付者等以外の株主は、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込

むことなく、当社による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を受領するため格別の不利益は発生しな

い。ただし、当社が新株予約権を取得する日までに、大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式に

よる書面を提出しない株主（当社がかかる誓約書の提出を求めた場合に限る。）に関しては、他の株主が当該新

株予約権の無償割当を受け、当該新株予約権と引き換えに当社株式を受領することに比して、結果的にその法的

権利または経済的側面において不利益が発生する可能性がある。また、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役

会が当該新株予約権の発行の中止または発行した新株予約権の無償取得（当社が新株予約権を無償で取得する

ことにより、株主は新株予約権を失う。）を行う場合には、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして

売買等を行った株主または投資家は、株価の変動により不測の損害を被る可能性がある。
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　大規模買付者等については、大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守した場合であっ

ても、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、対抗措置

が講じられることにより、結果的にその法的権利または経済的側面において不測の損害が発生する可能性があ

る。本プランの公表は、大規模買付者が大規模買付ルールに違反することがないようにあらかじめ注意を喚起す

るものである。

3) 対抗措置発動に伴って株主に必要となる手続き

　対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当を行う場合は、株主は引受けの申込みを要することなく

新株予約権の割当てを受け、また当社が新株予約権の取得の手続きをとることにより、新株予約権の行使価額相

当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、

申込みや払込み等の手続きは必要とならない。ただし、この場合当社は、新株予約権の割当てを受ける株主に対

し、別途自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面の提出を求めることがある。

これらの手続きの詳細については、実際に対抗措置を行うことになった際に、法令及び当社が上場する東京証

券取引所の上場規則等に基づき別途知らせるものとする。

ト．本プランの適用開始、有効期限及び廃止　

　本プランは、平成22年６月25日から発効することとし、有効期限は平成25年6月開催予定の当社定時株主総会の

終結の時までとする。

　本プランは、本株主総会により更新が承認され発効した後であっても、①株主総会において本プランを廃止する

旨の決議が行われた場合、②株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により本プランを廃止する

旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとする。また、本プランの有効期間中であっても、当社

取締役会は、企業価値・株主共同の利益の向上の観点から随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本プランの

変更を行うことがある。このように、当社取締役会が本プランについて更新、変更、廃止等の決定を行った場合に

は、その内容について速やかに開示する。なお、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、本プランに関

する法令、東京証券取引所の規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切であ

る場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合等、株主に不利益を与えない場合等には、

必要に応じて独立委員会の賛同を得た上で、本プランを修正または変更する場合がある。

④　本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的と

するものでないことについて

イ．買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

　 本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事

前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足している。また、経済産業省に設置された企業価値研

究会が平成20年６月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」において示

された、形式的に当該買収が株主共同の利益を侵害するとまでは言い難い理由のみをもって買収防衛策の発動

が必要であるとの判断を行ってはならない等の内容も踏まえたものとなっている。

ロ．企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって更新されていること

本プランは、大規模買付行為が行われる場合に、買付に応じるべきか否かを株主が適切に判断できるように、

当社取締役会が大規模買付者から必要な情報を入手するとともに、その大規模買付行為や買付提案を評価・検

討する時間を確保し、株主へ代替案も含めた判断のために必要な情報を提供することを可能とすることで、企業

価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって更新されるものである。

ハ．株主意思を重視するものであること

本プランは、本株主総会での承認により発効することとしており、本株主総会にて本プランについて株主の意

思を問う予定であることから、株主の意向が反映されることとなっている。また、本プラン更新後、有効期間満了

前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止

されることになり、株主の意向が反映される。

ニ．独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外者のみから構成さ

れる独立委員会により行われることとされている。また、その判断の概要については、株主に公表され、当社の企

業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されている。　
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ホ．合理的な客観的要件の設定

本プランにおける対抗措置の発動は、上記③ホ.「大規模買付行為がなされた場合の対応方針」において記載

したとおり、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による

恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえる。

ヘ．デッドハンド型・スローハンド型の買収防衛策ではないこと

本プランは、当社株主総会の決議または当社取締役会の決議で廃止することができるため、いわゆるデッドハ

ンド型の買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお発動を阻止できない買収防衛策）ではな

い。また、当社は、取締役任期を１年とし、期差任期制を採用していないため、本プランは、スローハンド型買収防

衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収

防衛策）でもない。

（注５）独立委員会規程の概要

・独立委員会は、当社取締役会の決議により設置される。

・独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独

立している社外監査役及び社外有識者の中から、当社取締役会が選任する。

・独立委員会は、当社取締役会から諮問のある事項について、原則としてその決定の内容を、その理由及び根拠を

付して、当社取締役会に対し勧告する。なお、独立委員会の各委員は、こうした決定に当たっては、当社の企業価

値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこととする。

・独立委員会は、投資銀行、証券会社、弁護士その他の外部専門家等に対し、当社の費用負担により助言を得ること

ができる。

・独立委員会決議は、原則として、独立委員会の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。ただし、委員

に事故あるとき、その他やむを得ない事情があるときは、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行

う。

（注６）新株予約権無償割当の概要

１．新株予約権無償割当の対象となる株主及びその割当方法

当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記載された株主に対し、その所有する当社普通株

式（ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。）１株につき１個の割合で新たに払込みをさせないで新株予

約権を割当てる。

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は１

株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。

３．株主に割当てる新株予約権の総数

当社取締役会が定める割当期日における当社普通株式の発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式の

総数（ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。）を減じた株式数を上限とする。当社取締役会は、複数回に

わたり新株予約権の割当を行うことがある。

４．各新株予約権の行使に際して出資される財産及びその価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は１円以上で当社取締役会が定める額と

する。

５．新株予約権の譲渡制限

　　新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

６．新株予約権の行使条件

議決権割合が25％以上の特定株主グループに属する者（ただし、あらかじめ当社取締役会が同意した者を除

く。）でないこと等を行使の条件として定める。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。

７．新株予約権の行使期間等

　新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社取締役会が

別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記６の行使条件のため新株予約権の行使が認められない

者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権１個につき当社取締役会が別途定める株数の当社

普通株式を交付することができる旨の条項を定めることがある。　
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４【事業等のリスク】

(1）経営に重要な影響を及ぼす事象

当社グループは平成19年３月期連結会計年度以降、平成22年３月期連結会計年度まで４期連続の営業損失とな

り、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる兆候が存在している。　

(2）海外依存度及び為替変動に伴うリスクについて

当社グループの海外売上高比率は平成21年３月期41.7％、平成22年３月期49.6％と高い比率を占めている。特に

米国への売上高は、当連結会計年度において18億４千万円と連結売上高の27.9％を占めている。このため、当社グ

ループの財政状態及び経営成績は海外マーケットの状況及び為替相場の変動により影響を受ける可能性がある。

(3）国際活動におけるリスクについて

当社グループは、複数の国において事業を展開しており、それぞれの地域における治安悪化やテロ、戦争等の政治

的、経済的混乱等が発生した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

(4）環境にかかる法的規制等の影響について

当社は、「自然と調和した資源の活用と再生を考え、美しい地球の環境保全に努める」ことを経営理念の一つと

し、環境に対し悪影響を与える物質の削減を考慮した設計・開発を行っている。しかし、当社グループが提供する製

品及びサービスは、自動車・小型エンジン用気化器並びに燃料関連デバイス、ガス燃料供給システム機器であり、製

品を使用する国、地域の環境保護規制・法律により規制の対象となった場合は当社グループの財政状態及び経営成

績に影響を及ぼす可能性がある。

(5）企業買収等について

昨今、新しい法制度の整備や企業構造の変化等を背景に、会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株

式の買付を行う動きが顕在化しつつある。そうした中で当社グループが企業買収を実施したり、または企業買収の

対象となる場合がある。買収の目的や買収後の経営方針によっては、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影

響を及ぼす可能性がある。

(6）クレーム処理費用の発生について

当社は、「お客様に満足していただける商品とサービスを提供する」を品質方針としており、要求事項への適合

及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的改善を行っている。

しかし、将来において大規模なクレーム処理費用の発生や製造物責任賠償につながるような欠陥が発生した場合に

は、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものである。
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５【経営上の重要な契約等】

　当社グループが締結している重要な契約は以下のとおりである。

 合弁契約

合弁相手 内容 出資額 合弁会社名
設立

時期

 Briggs & Stratton Corporation

汎用気化

器の製造

・販売

 NIKKI AMERICA,INC.

 433万米ドル

 Briggs & Stratton Corporation

 189万米ドル

NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC
平成17

年11月
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６【研究開発活動】

当社グループでは、主に当社が研究開発活動を行っている。当社の研究開発については経営計画の重要施策である

新商品群展開と連動して、（1）ガス機器事業（ＬＰＧ（液化石油ガス）、ＣＮＧ（圧縮天然ガス））に関する研究開

発、（2）汎用機器事業に関する研究開発を主体に行っている。また、国内・海外のエンジンメーカーに対して燃料供

給システムや点火系などの適合技術開発も併せて進めている。

　当連結会計年度の研究開発状況は次のとおりである。

（1）ガス機器事業の分野では、地球温暖化、原油資源の枯渇問題などに対応して京都議定書目標達成計画が策定され

クリーンエネルギー自動車の普及促進が国の方針として推奨されている。当社はその対象車であるＣＮＧ自動車、

ディーゼル代替ＬＰＧ自動車等の燃料系システム機器の研究開発と天然ガスやＬＰＧを使用する産業エンジン用

燃料供給システム機器の研究開発を行い、国内、国外へ向けて販売を行っている。また、国内の新長期排気ガス規制

で計画されている厳しい大気汚染防止策などに対応した研究開発も行っている。

（2）汎用機器事業の分野では、汎用及び二輪用エンジンの燃料供給装置も含め、排気規制対応品や廉価型気化器を国

内、米国、台湾、東アジア諸国（台湾、韓国、中国）などに対する販売拡大に向け研究開発を行っている。また、電子

式燃料制御システム機器及び吸入空気系電子制御機器についても量産化開発を進めている。

上記（1）～（2）の事業の要となるＥＣＵ（Electronic Control Unit）についても、新型マイコンへの対応、モデ

リング等、新しい制御ロジックの採用、小型化などの研究開発を行っている。また、各国の排気ガス規制に対応すべき

技術やＯＢＤ（On Board Diagnosis)Ⅱに対応できるよう研究開発活動を行っている。同時に客先要望への対応も含

めて燃料系適合技術開発を行っている。

これらの研究成果を広く知らせるため、自動車技術会、計測自動制御学会、日本機械学会、ＳＡＥ（Society of

Automotive Engineers）、ＬＰＧ内燃機関工業会、各種委員会などへも参加し、新技術開発品の展示・講演会での発表

等も積極的に行っている。

　当社グループの研究開発に要した費用は、当社が開発している製品の性質上、特定のセグメントに関連付けることが

困難である。なお、当連結会計年度の研究開発に要した費用の総額は１億７千２百万円である。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）財政状態の分析

（流動資産）

当連結会計年度末における流動資産の残高は37億７千４百万円（前連結会計年度末は41億３千２百万円）とな

り、前連結会計年度末と比べて３億５千８百万円減少した。主な増減項目は、受取手形及び売掛金の増加（１億６千

万円）、現金及び預金の減少（３億８千６百万円）、商品及び製品の減少（１億４千３百万円）である。 

（固定資産）

当連結会計年度末における有形固定資産の残高は45億２百万円（前連結会計年度末は45億８千１百万円）とな

り、前連結会計年度末と比べて７千９百万円減少した。主な増減項目は、リース資産の増加（２億１百万円）、建物及

び構築物の減少（１億３千６百万円）、機械装置及び運搬具の減少（１億３千４百万円）である。

（流動負債）

当連結会計年度末における流動負債の残高は32億８千２百万円（前連結会計年度末は31億９千１百万円）とな

り、前連結会計年度末と比べて９千１百万円増加した。主な増加項目は短期借入金の増加（１億９千３百万円）であ

る。

（固定負債）

当連結会計年度末における固定負債の残高は42億６百万円（前連結会計年度末は38億２千４百万円）となり、前

連結会計年度末と比べて３億８千１百万円増加した。主な増減項目は、長期借入金の増加（２億２千７百万円）、

リース債務の増加（１億９千３百万円）及び退職給付引当金の減少（２億１千９百万円）である。

（純資産）

当連結会計年度末における純資産の残高は20億６千２百万円であり、株主資本15億２千７百万円、評価・換算差額

等合計３億２千万円、少数株主持分２億１千４百万円となっている。

(2）経営成績の分析

当連結会計年度の売上高は66億２百万円（前連結会計年度は89億７千２百万円）で前連結会計年度と比べて23億

６千９百万円の減収となった。平成21年においては取引先の受注回復が遅れ、年度では大きく前年を割り込んだもの

の、第４四半期連結会計期間においては、需要は回復の兆しが見えてきており、平成22年１月～３月の月次平均売上

高は７億４百万円となり、第４四半期連結会計期間では営業損益で黒字を確保した。平成22年度においてもこの傾向

は続くと見ており、米国の汎用機器の需要増加、および韓国向けガス機器の輸出増加を中心に売上の増加が見込め

る。

損益面においては、上記のとおり取引先の需要回復が遅れたため、年度では営業損失は９億７千９百万円（前期は

４億９千４百万円の営業損失）、経常損失は10億７千２百万円（前期は４億３千７百万円の経常損失）、当期純損失

は８億４千５百万円（前期は４億７千７百万円の当期純損失）となった。

(3）キャッシュ・フローの分析

当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローの減少（６億４千３百万円）及び投資活動によ

るキャッシュ・フローの減少（２億２千１百万円）が、財務活動によるキャッシュ・フローの増加（５億１千７百

万円）を上回り、また、現金及び現金同等額に係る換算差額（５百万円）の増加による調整を行った結果、現金及び

現金同等物の残高は、６億２千３百万円（前連結会計年度は９億６千５百万円）となり、前連結会計年度より３億４

千１百万円減少した。

資金の調達については、当連結会計年度では借入金の増加、資産売却による調達を行ない、十分な資金水準の確保

を行ってきた。今後の資金計画においては、売上高水準の回復によるキャッシュフローの増加と更なる棚卸資産や売

掛債権の圧縮等により、十分な資金水準を確保している。
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(4）事業展開について

経営に重要な影響を及ぼす事象については、事業等のリスクに記載のとおりであるが、これらを改善するため　　　　

　に、当社グループとしては、これまで実施してきた事業構造改革をさらに継続進展させ、コスト削減を着実に実行す

ることで更なる固定費の削減を図るとともに、事業の選択と集中を行い、ガス機器事業を中心とした新興国向け売り

上げを増強し、収益構造の改善を図る。

①これまで実施してきた施策

　　イ．従業員数の削減

　　ロ．役員報酬の削減　

　　ハ．管理職給与の削減

  　ニ．経費削減

　  ホ．材料費削減

　　へ．子会社の移転、統合

　　ト．製品別採算見直しによる販売価格の改定

　　チ．生産性の向上

②今後の施策

    イ．基本方針

　　上記に掲げる事業構造転換に向けたインフラ整備の施策を継続するとともに、収益性・成長性を重視した事

業の選択と集中による事業構造改革につなげ、更なる長期的・安定的な収益基盤の構築を図るとともに、これ

を推進する社内体制を整備・確立していく。　

　　ロ．戦略的事業部門別展開

・ガス機器事業については、ガス市場がガソリン代替市場と位置付けられるため、原油価格の高騰及び環境意

識の高まりから、今後も成長性の高い事業分野であると考えている。また、当社はガス燃料噴射機器、燃料電

子制御装置等全体システムを供給できるため他社との競争上も優位にある事業分野と考えている。今後は

特に新興国市場等において成長性が大きく見込まれるため、アジア市場を中心とした海外ＮＧＶ（天然ガ

ス自動車）市場において提携も含めた参入を積極的に進めていく。

・汎用機器（小型エンジン用気化器）事業については、米国市場（芝刈り機、発電機等）を睨んだ事業であ

り、当面市場の成長性は低下あるいは鈍化することが予想されるため、採算性を重視した事業展開を実施し

ていく。ただし、中期的に燃料噴射化への動きも予想されるため、燃料噴射化への対応を強化するとともに、

生産分担の最適化をすすめコストミニマム化を徹底していく。

・自動車機器（主として自動車用気化器）事業については、今後の成長性は見込みにくいため現状の採算性

を確保しつつ、製品の統廃合を進めていく。　

    ハ．更なる収益確保・採算改善

・製品別採算見直しの徹底

　製品別採算の管理・見直しを更に強化し、不採算製品については廃止も含めた整理統合を促進していく。

・設備費用の抑制

　当面は選別的な設備投資を実施し、また設備購入金額の引き下げに努め、減価償却費の削減を図る。

・ＶＥ／ＶＡ活動

  購買先、購買方法の見直しによるコストダウンだけでなく、開発・設計段階まで遡ったＶＥ／ＶＡ活動を強

化し、より一層のコストダウンの徹底を図る。

    ニ．品質向上

・事業の構造変化に対応した管理項目の見直し、不具合検出力の再点検および予防措置の徹底を図るととも

に、上流である開発・設計段階からの「生産前品質保証活動」を更に強化・徹底していく。

    ホ．組織・体制の整備

・収益性を重視した、生産分担の最適化をさらに徹底・実施していく。

・効率的な組織と事業別組織力の強化を実現していく。

・新人事制度の早期定着を図り、施策の実現力を担保するとともに、人材の強化・育成を確実に推進してい

く。

以上の対応・施策を迅速かつ着実に実施し平成23年３月期には営業黒字を達成する予定である。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当社グループ（当社及び連結子会社）では、長期的に成長が期待できる製品分野及び研究開発分野に重点を置き、併

せて省力化、合理化及び製品の信頼性向上のための投資を行っている。

当社グループの当連結会計年度の設備投資総額は７億４千１百万円である。

自動車機器事業においては、生産合理化等に２千４百万円の設備投資を行っている。

ガス機器事業においては、新機種対応及び生産合理化等のための設備・装置に５億４千８百万円の設備投資を行っ

ている。

汎用機器事業においては、金型更新及び海外子会社における新機種対応等に１億６千８百万円の設備投資を行って

いる。

また、所要資金は自己資金、長期借入金及びリースによっている。

なお、当連結会計年度においては、生産設備に重要な影響を及ぼすような設備の除却、売却はない。
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２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりである。

(1）提出会社

 平成22年３月31日現在

事業所名
（所在地）

事業の種類別セ
グメントの名称

設備の内容

帳簿価額
従業員数
（人）

建物及び
構築物
（千円）

機械装置及
び運搬具
（千円）

土地
（千円）
（面積㎡）

リース
資産
（千円）

その他
（千円）

合計
（千円）

本社　厚木工場

（神奈川県厚木市）

自動車機器事業

ガス機器事業

汎用機器事業

開発設備

設計設備

製造設備

425,317688,741

 

153,509

(73,003.50)

 

381,378385,1522,034,099285

ＮＳビル

（東京都品川区）
不動産賃貸事業 賃貸ビル 1,395,312 －

8,663

(2,379.33)
－ 2,9871,406,962－

 

(2）国内子会社

 平成22年３月31日現在

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種類別セ
グメントの名称

設備の
内容

帳簿価額
従業
員数
(人)

建物及び
構築物
（千円）

機械装置及
び運搬具
（千円）

土地
（千円）
(面積㎡)

リース
資産
（千円）

その他
（千円）

合計
（千円）

田島精密工業㈱
福島県南会津郡

南会津町
汎用機器事業

製造

設備
87,684 － － － － 87,684－

ニッキ・テクノ

㈱
神奈川県厚木市 自動車機器事業

製造

設備
－ 1,033 － － 834 1,867 44

㈱ニッキ ソル

テック サービス
神奈川県厚木市

自動車機器事業

ガス機器事業

販売　

開発

設備

269 1,656 － － 4,5646,490 6

 

(3）在外子会社

 平成22年３月31日現在

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種類別セ
グメントの名称

設備の
内容

帳簿価額
従業
員数
(人)

建物及び
構築物
（千円）

機械装置及
び運搬具
（千円）

土地
（千円）
(面積㎡)

リース
資産
（千円）

その他
（千円）

合計
（千円）

瀋陽日新気化器

有限公司

中華人民共和国

遼寧省瀋陽市
汎用機器事業

製造

設備
42,75996,478

－

(22,325)

 

－

 

9,531123,82883

NIKKI

AMERICA，INC.

アメリカ合衆国

ウィスコンシン

州フランクリン

汎用機器事業
販売

設備
18,805 －

9,919

(1,871)

　

－
46329,1872

NIKKI AMERICA

FUEL SYSTEMS,

LLC

アメリカ合衆国

アラバマ州オー

バン市

汎用機器事業
製造

設備
197,070573,460

23,025

(68,797)

 

－

 

6,672800,22893

　（注）１．帳簿価額のうち「その他」は工具器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでいる。なお金額は消費税等を含ま

ない。

２．瀋陽日新気化器有限公司の土地は賃借地である。
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３【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資については、景気予想、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定している。設備計画

は原則的に連結会社各社が個別に策定しているが、計画策定に当たってはグループ会議において当社を中心に調整を

図っている。なお、当連結会計年度末現在における主な設備の新設、除却の計画は次のとおりである。

(1）重要な設備の新設計画

会社名

事業所名
所在地

事業の種類別セ

グメントの名称
 設備の内容

投資予定金額　

資金調達方法

着手及び完了予定年月

総額

（百万円）

既支払額

（百万円）
着手 完了

　当社厚木工場 神奈川県厚木市 ガス機器事業　　 製造設備の合理化等 237 －

　

自己資金及び

借入金

　

平成22年４月平成23年３月

　当社厚木工場 神奈川県厚木市 汎用機器事業 製造設備の合理化等 108 －
自己資金及び

借入金
平成22年４月平成23年３月

　当社厚木工場 神奈川県厚木市

自動車機器事業

ガス機器事業　

汎用機器事業

製造設備の合理化等 43 －
自己資金及び

借入金
平成22年４月平成23年３月

　（注）金額には消費税等は含まれていない。

(2）重要な設備の除却計画

　特記すべき事項はない。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成22年３月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成22年６月25日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,000,000  同左
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株

計 10,000,000  同左 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はない。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

平成22年２月１日以後の開始事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、記載事項はない。

　　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はない。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

昭和39年12月 5,000,00010,000,000250,000 500,000 － 26,902

　（注）　有償株主割当　　１：１

発行価格　　　　　50円

資本組入額　　　　50円

 

（６）【所有者別状況】
　
 平成22年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）
単元未満株
式の状況
（株）

 
政府及び地
方公共団体

 
金融機関

 
金融商品取
引業者

 
その他の法
人

外国法人等 
  

個人その他
 
計

個人以外 個人

株主数（人） － 9 8 59 9 － 500 585 　　　　－

所有株式数

（単元）
－ 1,140 138 1,066 3,830 － 3,802 9,976 24,000

所有株式数の

割合（％）
－ 11.43 1.38 10.69 38.39 － 38.11 100 　　　　－

　（注）１．自己株式623,247株は、「個人その他」に623単元及び「単元未満株式の状況」に247株を含めて記載してい

る。

２．上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、３単元含まれている。
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（７）【大株主の状況】
　
 平成22年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

イチゴアセットトラスト

SECOND FLOOR,COMPASS CENTRE,P.O.BOX 448,SHEDDEN ROAD,

GEORGE TOWN,GRAND CAYMAN KY1-1106,CAYMAN ISLANDS

常任代理人　香港上海銀行東京支店

2,320 23.20

ステート　ストリート　バンク

　アンド　トラスト　カンパ

ニー　505018

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A

常任代理人　株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済

業務室

480 4.80

谷　興衛 東京都江東区 402 4.02

株式会社横浜銀行 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－１－１ 400 4.00

光陽投資有限公司
台湾国高雄市三民區灣興街３５号

常任代理人　株式会社ニッキ 
400 4.00

アルファ・パシフィック・

リアル・エステート・ファン

ド・エルピー

C/O ELMWOOD ADVISORS PTE.LTD.2 BATTERY ROAD #30-06

MAYBANK TOWER, SINGAPORE 049907

常任代理人　ゴールドマン・サックス証券株式会社

360 3.60

株式会社富士精機製作所 長野県諏訪郡富士見町境５９８６－１ 306 3.06

ソニー株式会社 東京都港区港南１－７－１ 300 3.00

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２－２－１ 250 2.50

新藤　孝男 栃木県那須郡那須町 201 2.01

計 － 5,419 54.19

  （注）当社は自己株式623千株（6.23％）を所有しているが、上記大株主から除いている。　　　　 　　
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容
無議決権株式 － － －
議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 623,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 9,353,000 9,353 －

単元未満株式 普通株式 24,000 － －

発行済株式総数 　 10,000,000 － －

総株主の議決権 － 9,353 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が３千株（議決権の数３個）含

まれている。

②【自己株式等】

 平成22年３月31日現在

所有者の氏名又は名
称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己株式）

株式会社ニッキ

神奈川県厚木市上

依知3029番地
623,000 － 623,000 6.23

計 － 623,000 － 623,000 6.23

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はない。 
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】                                               

　　　　該当事項はない。                                            

（２）【取締役会決議による取得の状況】                                               

　　　　該当事項はない。                                        

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 90 15,750

当期間における取得自己株式 － －

   （注）１．自己株式の取得90株は、単元未満株式の買取によるものである。 

２．当期間における取得自己株式には、平成22年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買い取りによる株式は含まれていない。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】　　　　　　　　　　　

区分
 当事業年度 当期間

株式数（株）  処分価額の総額(円) 株式数（株）  処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式
－ － － －

消印の処分を行った取得自己

株式
－ － － －

合併、株式交換、会社分割に係

る移転を行った自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式 623,247 － 623,247 －

  （注）１．「保有自己株式」の欄には、単元未満株式の買取による自己株式数が含まれている。

２．当期間における保有自己株式数には、平成22年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買取り及び売渡による株式は含まれていない。
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３【配当政策】

　当社は、配当に関しては、経営環境や業績などを総合的に勘案し、かつ企業体質の強化及び将来に向けての事業拡大

に備え、内部留保も検討しながら、可能な限り安定的な配当を維持継続していくことを基本方針としている。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、「取締役会の決議により、

毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めている。

なお、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。

　当期の配当については当期の業績を鑑み、誠に遺憾ながら、配当を見送りする。

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第115期 第116期 第117期 第118期 第119期
決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

最高（円） 820 785 711 661 305

最低（円） 451 395 485 144 149

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第二部）におけるものである。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成21年10月平成21年11月平成21年12月平成22年１月 平成22年２月 平成22年３月

最高（円） 203 214 204 200 205 204

最低（円） 185 192 190 173 190 199

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第二部）におけるものである。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役社長

(代表取締役)
 和田　孝 昭和28年８月14日

平成15年４月  株式会社横浜銀行より出向

当社営業部副部長 　　　　　　

平成16年２月  営業部海外担当部長

平成16年３月  株式会社横浜銀行退社

当社入社

平成16年６月  取締役営業部部長

平成19年６月  取締役社長（代表取締役）

（現任）

NIKKI AMERICA FUEL

SYSTEMS,LLC 取締役会長 

（現任）

瀋陽日新気化器有限公司

董事長(現任)

(注)５ 50

取締役

品質保証部部長、

統合マネジメントシ

ステム室・生産技術

部管掌

岸田　俊一 昭和24年３月15日

昭和46年４月  当社入社

平成９年６月  自動車機器部副部長

平成11年２月  業務本部設計部副部長

平成13年６月  設計部部長

平成14年２月  品質保証部部長

平成15年６月  取締役品質保証部部長

平成19年６月  取締役設計部部長、開発部・

実験部管掌

株式会社ニッキ ソルテック

取締役

平成20年６月  常務取締役設計部部長、開発

部・統合マネジメントシステ

ム室管掌

平成21年４月　株式会社ニッキ　ソルテック　

サービス取締役（現任） 

平成21年６月　取締役設計部長、統合マネジメ

ントシステム室・生産技術部

管掌

平成22年５月　取締役品質保証部部長、

　　　　　　　統合マネジメントシステム室・生産

技術部管掌（現任）

(注)５ 30

取締役

生産管理部部長、

ＮＰＳ推進室室長、

製造部管掌

白井　守 昭和24年８月13日

昭和48年４月  当社入社

平成９年６月  経営企画室副室長 

平成12年６月  経営企画室室長

平成14年２月  設計部汎用機器担当部長

平成16年６月  取締役設計部部長

平成17年６月  NIKKI AMERICA,INC.取締役

平成18年６月  常務取締役経営企画室室長、

総務部、設計部・開発部・実

験部・購買部管掌

平成20年６月　常務取締役ＮＰＳ推進室室長、

購買部・生産管理部・製造部

管掌 

平成21年６月  取締役ＮＰＳ推進室室長、生

産管理部・製造部管掌

平成22年５月　取締役生産管理部部長、ＮＰＳ

推進室室長、製造部管掌（現

任）

　　　　　　　株式会社ニッキ・テクノ取締役（現

任）　

(注)５ 56

 

EDINET提出書類

株式会社ニッキ(E02171)

有価証券報告書

 31/100



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役

設計部部長、

営業部・実験部管掌

　

原田　真一  昭和25年11月６日

昭和48年４月  当社入社

平成16年２月  設計部ガス機器担当部長

平成18年６月  設計部部長

平成19年６月  取締役営業部部長

NIKKI AMERICA,INC.取締役社

長（現任） 

平成22年５月　取締役設計部部長、営業部管掌

　　　　　　　株式会社ニッキ ソルテックサービス

取締役（現任）　　　　　　　

平成22年６月　取締役設計部部長、営業部・実

験部管掌（現任）

(注)５ 14

取締役

総務部部長、

経営企画室室長、

関係会社室室長

田中　宣夫  昭和31年１月23日

平成18年５月  株式会社横浜銀行より出向

当社経営企画室副室長

平成18年12月  株式会社横浜銀行退社

当社入社

総務部部長兼経営企画室副室

長

平成19年５月  株式会社ニッキ・テクノ取締

役、瀋陽日新気化器有限公司

董事(現任)

平成19年６月  取締役総務部長兼経営企画室

副室長

平成20年６月  取締役総務部部長、経営企画

室室長、関係会社室室長

　　　　　　　（現任）

　　　　　　　NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取

締役（現任）

(注)５ 9

取締役

購買部部長、

設計部原価管理担当

部長 

佐藤　勝行　 昭和25年５月23日　

昭和45年２月  当社入社

平成16年12月  生産管理部部長

平成18年12月  購買部部長

平成19年５月　田島精密工業株式会社

　　　　　　　取締役（現任） 

平成21年３月  購買部部長兼設計部原価管理

担当部長

平成21年５月  NIKKI AMERICA,INC.取締役

（現任）

平成21年６月　取締役購買部部長、設計部原価

管理担当部長(現任）

(注)５ 12

取締役  佐藤　順哉　 昭和28年５月４日　

昭和57年４月  弁護士登録（現任）

 　　　　　　 ファーネス・佐藤・石澤法律事務所

（現　石澤・神・佐藤法律事

務所）入所

平成元年12月　石澤・神・佐藤法律事務所

パートナー（現任）

平成２年10月  米国ニューヨーク州弁護士登

録（現任）

平成16年６月  生化学工業株式会社社外監査

役（現任）

平成19年６月  三井金属鉱業株式会社社外監

査役（現任）

平成20年４月  駒澤大学法科大学院客員教授

(現任）

平成21年６月　当社取締役（現任） 

(注)５ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

監査役

(常勤）
 吉原　亮介 昭和22年12月19日

昭和45年４月  当社入社

平成９年６月  ＩＳＯ9001推進室副室長

平成12年６月  総務部部長

平成14年２月  ＩＳＯ推進室室長

平成16年６月  監査役（現任）

平成17年６月  田島精密工業株式会社監査役

（現任）

平成17年６月  株式会社ニッキ ソルテック

監査役

平成19年５月  株式会社日気サ－ビス

監査役

平成21年４月　株式会社ニッキ　ソルテック　

サービス監査役（現任） 

(注)３ 21

監査役  松村　隆 昭和36年４月４日

昭和62年10月  新光監査法人入所

平成６年２月  公認会計士第三次試験合格

平成10年12月  中央監査法人退所

平成11年１月  株式会社さくら総合研究所入

社

平成11年６月  当社監査役（現任）

平成13年12月  会社分割に伴い株式会社日本

総合研究所に移籍 

平成14年７月  松村公認会計士事務所開設

（現任）

平成16年２月  税理士登録（現任）

(注)４ 11

監査役  染野　光宏 昭和22年10月10日

昭和47年９月  デロイト・ハスキンズ・アン

ドセルズ会計士事務所（現監

査法人トーマツ）入所

昭和54年２月  千葉第一監査法人入所

昭和55年３月  公認会計士第三次試験合格

昭和55年５月  税理士登録（現任）

昭和55年12月  染野公認会計士事務所開設

（現任）

平成20年６月  当社監査役（現任）

(注)３ －

    計  203

　（注）１. 取締役 佐藤 順哉は、会社法第２条第15号に定める社外取締役である。

２. 監査役 松村 隆及び監査役 染野 光宏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役である。

３. 平成20年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４. 平成21年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５. 平成22年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

・企業統治の体制の概要

会社の機関の基本説明

イ．取締役会

取締役会は経営に関する重要な事項、経営方針及び業務の執行の決定のほか法令遵守、リスク管理の状況に

ついて、必要の都度報告を行っている。取締役会は法令遵守はもとより、企業競争力強化を図るため経営の迅

速な意思決定と効率化を主眼として取締役の業務執行を適正にチェックできる機能の充実に重点を置いてい

る。

ロ．監査役会

当社は監査役制度を採用し、常勤監査役１名、社外監査役２名で監査役会を構成し、各監査役は監査役会が

定めた監査の方針、業務の分担等に従い取締役会をはじめ、その他重要な会議に出席し業務監査等を行い取締

役の業務執行を監視している。

ハ．内部統制委員会

内部統制委員会は取締役社長を含む取締役６名、部・室長８名、事務局１名で構成され、内部統制全般に係

るマネジメントシステムの継続的改善を図っている。また内部監査部門である統合マネジメントシステム室

は２名で構成され、監査計画の策定、監査の実施、マネジメントレビューへの報告を行っている。

ニ．その他

法令遵守については、弁護士と顧問契約を締結し、必要に応じて意見を受け、違法行為や非倫理的行為を未

然に防ぐことに努めている。

　また、経営状況においては株主をはじめ、ステークホルダーに向け積極的に公正かつ迅速に情報開示を履行

している。

・企業統治の体制を採用する理由

当社は、株主・投資家の皆様をはじめとする社会全体に対して経営の透明性を高め、公正な経営を実現すること

を目指しており、取締役会、監査役会、内部統制委員会は、当社グループの企業統治の観点から有効に機能している

と考えられる。

・内部統制システムの整備の状況

内部統制全般に係るマネジメントシステムの継続的改善を図っており、内部統制に係わる方針のレビュー、内部

通報制度による通報の審議、内部統制状況の定期モニタリング（倫理規程類の遵守状況確認及び内部監査結果の

マネジメントレビュー）、是正措置の報告を行っている。

・リスク管理体制の整備の状況

当社は、リスクマネジメント規程に基づき、当該事業年度において重点的に取り組むべきリスクを確認し対応し

ている。統合マネジメントシステム室は、対応状況について内部統制委員会に報告し、審議・承認を得ている。取り

組むべきリスクは、定期的にかつ必要に応じ見直しをしている。

② 会計監査の状況

当社は、会計監査人として新日本有限責任監査法人と監査契約を締結している。平成22年3月期の監査業務を執

行した公認会計士は畠山伸一氏、菊地哲氏、北川卓哉氏の３名であり、補助者は公認会計士２名、その他14名であ

る。

③ 内部監査及び監査役監査の状況

当社の内部監査部門は統合マネジメントシステム室（２名）が担当し、各年の監査方針により策定された年度

監査計画に基づき、期中取引を含む日常業務全般について会計、業務、事業リスク、コンプライアンス等の内部監査

を定期的に行い、監査役、会計監査人と連携して会計及び業務執行に係る監査機能の強化を図っている。監査結果

は内部統制委員会、品質管理委員会、環境管理委員会に報告され、対応について審議しており、より実効性の高い内

部監査を行っている。また必要に応じて監査役、会計監査人と情報及び意見の交換を行っている。

監査役は、取締役会、内部統制委員会、品質管理委員会、環境管理委員会その他関連する会議等へ出席するほか、

取締役社長との定期的な会合等を通じて各体制の整備状況等について把握し、必要に応じ各体制の整備状況等に

ついて報告を求めている。また財務報告体制、会計処理、計算書類などについて定期的に会計監査人、内部監査部門

と情報及び意見の交換を行っている。また当社は、監査役の職務を補助すべき適正な知識、能力を有する者を内部

監査部門である統合マネジメントシステム室より補助使用人として１名選任している。 
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④ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名である。

社外取締役については、迅速な意思決定や取締役会の活性化、コンプライアンス体制の強化を図るとともに経営

の公正性及び透明性を確保するため機能しており、外部的視点からの取締役に対する監視機能が十分に確保され

ている。また社外取締役佐藤順哉氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的見地から取締役会での

発言を行っている。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はない。

社外監査役については、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、ガバ

ナンス体制を整えており、社内監査役と意思疎通を十分に図ることで経営監視の実効性を高めている。また社外監

査役である松村隆氏、染野光宏氏は、公認会計士の資格を有しており、会計士としての専門的見地から取締役会で

の発言を行っている。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はない。

⑤ 役員報酬等

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額

（千円）

対象となる

役員の員数

（人）　基本報酬 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く。）
　46,020　28,686　17,334 ８

監査役

（社外監査役を除く。）
　11,345 　9,724 　1,620 １

社外役員 　7,950 　7,950 － ３

（注）１．上記には、平成21年６月26日開催の第118期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名を含ん

でいる。

２．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていない。

３．取締役の報酬限度額は、昭和57年６月30日開催の第91期定時株主総会において年間120百万円以内（た

だし、使用人給与は含まない。）と決議されている。

４．監査役の報酬限度額は、平成６年６月29日開催の第103期定時株主総会において年額50百万円以内と決

議されている。

ロ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

総額（千円）

対象となる

役員の員数

（人）

内容

37,494 ７　 部長、室長としての給与である。　

ハ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

役員等の報酬については、当社の財政状態、経営成績、経営環境、業績貢献度等を総合的に勘案して決定して

おり、株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内で支給を行っている。

⑥ 株式の保有状況

イ．株式投資のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

　　該当事項はない。

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

　　該当事項はない。

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並

びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

 

前事業年度

（千円）
　当事業年度（千円）

貸借対照表計

上額の合計額

貸借対照表計

上額の合計額

受取配当金の

合計額

売却損益の

合計額

評価損益の

合計額　

非上場株式 　－ 　18,654 　272 　－ （注）

上記以外の株式 　－ 1,055,451　16,645 － 662,409

（注）非上場株式については、市場価値がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価

損益の合計額」は記載していない。
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⑦ 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めている。

⑧ 責任限定契約

イ．当社と各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条１項の損害賠償責任を限定する契

約を締結している。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としている。

ロ．当社と会計監査人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法423条第１項の損害賠償責任を限定する契約

を締結している。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としている。 

⑨ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めている。さらに取締役の選任の決議については、累積

投票によらない旨を定款に定めている。

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議

決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上を

もって行う旨を定款に定めている。

⑪ 自己株式の取得

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市

場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めている。

⑫ 取締役及び監査役の責任免除

当社は取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮できるよう、会社法426条第１項の規

定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であって者を含

む。）の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めてい

る。

⑬ 会社法第454条第５項の規定に基づく中間配当ができる旨の定款規定

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎

年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めている。

　

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく
報酬（千円）

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく
報酬（千円）

提出会社 27,000 2,445 27,000 －

連結子会社 － － － －

計 27,000 2,445 27,000 －

②【その他重要な報酬の内容】  

（前連結会計年度）

　その他重要な報酬はない。

（当連結会計年度）

　その他重要な報酬はない。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前連結会計年度）

　当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としては、財務報告にかかる内部統制

システムの整備のためのアドバイザリー業務である。　

（当連結会計年度）

該当事項はない。

④【監査報酬の決定方針】

　当社の規模、特性、監査日数等を勘案した上で決定している。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

　なお、前連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ている。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。

　なお、前事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成している。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月

31日まで）の連結財務諸表及び前事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）の財務諸表並びに当連

結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）の連結財務諸表及び当事業年度（平成21年４月１日か

ら平成22年３月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けている。

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っている。具体的には、会計基準等の内容を適

切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計

基準機構へ加入している。
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１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,126,909 740,755

受取手形及び売掛金 1,460,502 1,620,909

商品及び製品 549,172 405,651

仕掛品 846,113 828,461

原材料及び貯蔵品 33,636 24,293

短期貸付金 1,552 1,231

その他 120,663 159,531

貸倒引当金 △5,781 △6,311

流動資産合計 4,132,770 3,774,523

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 2,303,529

※1,※3
 2,167,219

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 1,482,646

※1
 1,348,351

土地 ※3
 216,783

※3
 195,116

リース資産（純額） ※1
 179,433

※1
 381,378

建設仮勘定 90,029 198,664

その他（純額） ※1
 309,313

※1
 211,541

有形固定資産合計 4,581,735 4,502,272

無形固定資産 205,425 171,702

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 692,311

※2
 1,090,474

長期貸付金 6,522 5,291

その他 5,786 6,548

投資その他の資産合計 704,620 1,102,314

固定資産合計 5,491,782 5,776,289

資産合計 9,624,552 9,550,812
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 992,179 1,093,475

短期借入金 ※3
 1,377,600

※3
 1,570,669

未払費用 521,943 338,176

未払法人税等 7,373 1,496

賞与引当金 153,952 111,178

その他 138,311 167,434

流動負債合計 3,191,361 3,282,429

固定負債

長期借入金 ※3
 812,400

※3
 1,039,950

リース債務 188,649 381,966

繰延税金負債 107,548 269,534

退職給付引当金 1,882,639 1,663,013

役員退職慰労引当金 68,651 82,396

環境対策引当金 － 7,352

預り敷金 731,735 731,735

その他 32,864 30,287

固定負債合計 3,824,488 4,206,235

負債合計 7,015,850 7,488,665

純資産の部

株主資本

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 49,674 49,674

利益剰余金 2,121,240 1,273,290

自己株式 △295,270 △295,286

株主資本合計 2,375,644 1,527,679

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 156,698 392,875

為替換算調整勘定 △81,825 △72,430

評価・換算差額等合計 74,873 320,444

少数株主持分 158,184 214,023

純資産合計 2,608,702 2,062,147

負債純資産合計 9,624,552 9,550,812
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②【連結損益計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

売上高 8,972,279 6,602,863

売上原価 ※2,※5
 7,912,627

※2,※5
 6,295,994

売上総利益 1,059,651 306,869

販売費及び一般管理費 ※1,※2
 1,554,647

※1,※2
 1,286,669

営業損失（△） △494,995 △979,800

営業外収益

受取利息 7,236 3,180

受取配当金 45,127 16,917

技術指導料収入 7,216 1,113

受取補助金 － 17,258

為替差益 13,732 －

その他 33,692 33,762

営業外収益合計 107,004 72,234

営業外費用

支払利息 47,299 92,963

為替差損 － 70,959

その他 2,188 945

営業外費用合計 49,487 164,868

経常損失（△） △437,477 △1,072,434

特別利益

固定資産売却益 20 ※3
 215,705

貸倒引当金戻入額 1,815 －

その他 － 20,740

特別利益合計 1,835 236,446

特別損失

固定資産除売却損 ※4
 29,530

※4
 4,760

投資有価証券評価損 29,926 －

特別退職金 35,877 12,767

環境対策引当金繰入額 － 7,352

リース解約損 － 4,073

特別損失合計 95,333 28,953

税金等調整前当期純損失（△） △530,976 △864,941

法人税、住民税及び事業税 7,360 △24,876

過年度法人税等 △28,013 －

法人税等調整額 1,428 －

法人税等合計 △19,223 △24,876

少数株主利益又は少数株主損失（△） △34,325 5,602

当期純損失（△） △477,427 △845,667
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 500,000 500,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 500,000 500,000

資本剰余金

前期末残高 49,674 49,674

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 49,674 49,674

利益剰余金

前期末残高 2,598,778 2,121,240

当期変動額

従業員奨励福祉基金 （注）
 △111

（注）
 △2,281

当期純損失（△） △477,427 △845,667

当期変動額合計 △477,538 △847,949

当期末残高 2,121,240 1,273,290

自己株式

前期末残高 △294,344 △295,270

当期変動額

自己株式の取得 △925 △15

当期変動額合計 △925 △15

当期末残高 △295,270 △295,286

株主資本合計

前期末残高 2,854,108 2,375,644

当期変動額

従業員奨励福祉基金 （注）
 △111

（注）
 △2,281

当期純損失（△） △477,427 △845,667

自己株式の取得 △925 △15

当期変動額合計 △478,464 △847,964

当期末残高 2,375,644 1,527,679
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 549,466 156,698

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△392,767 236,176

当期変動額合計 △392,767 236,176

当期末残高 156,698 392,875

為替換算調整勘定

前期末残高 50,390 △81,825

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△132,216 9,394

当期変動額合計 △132,216 9,394

当期末残高 △81,825 △72,430

評価・換算差額等合計

前期末残高 599,857 74,873

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△524,983 245,570

当期変動額合計 △524,983 245,570

当期末残高 74,873 320,444

少数株主持分

前期末残高 242,541 158,184

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △84,356 55,838

当期変動額合計 △84,356 55,838

当期末残高 158,184 214,023

純資産合計

前期末残高 3,696,507 2,608,702

当期変動額

従業員奨励福祉基金 （注）
 △111

（注）
 △2,281

当期純損失（△） △477,427 △845,667

自己株式の取得 △925 △15

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △609,340 301,409

当期変動額合計 △1,087,805 △546,555

当期末残高 2,608,702 2,062,147
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【連結株主資本等変動計算書の欄外注記】

  (注）中国の法定積立金で、従業員の非経常的な奨励金及び集団福利に使用されるものであり、剰余金処分後流動負債に計上している。
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △530,976 △864,941

減価償却費 837,645 750,833

退職給付引当金の増減額（△は減少） △64,073 △219,626

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,168 13,742

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,815 830

賞与引当金の増減額（△は減少） △38,732 △42,773

受取利息及び受取配当金 △52,363 △20,098

支払利息 47,299 92,963

投資有価証券評価損益（△は益） 29,724 －

固定資産除売却損益（△は益） 29,510 △210,945

売上債権の増減額（△は増加） 605,479 △157,391

たな卸資産の増減額（△は増加） 51,113 177,439

その他の流動資産の増減額（△は増加） 95,367 △4,858

仕入債務の増減額（△は減少） △497,410 111,686

その他の流動負債の増減額（△は減少） △102,891 △188,210

長期前払費用償却額 △92 －

その他の固定負債の増減額（△は減少） － 5,801

小計 400,615 △555,549

利息及び配当金の受取額 52,363 20,098

利息の支払額 △46,353 △95,594

法人税等の支払額 17,797 △12,887

営業活動によるキャッシュ・フロー 424,423 △643,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △7,200 △7,200

定期預金の払戻による収入 73,317 54,200

投資有価証券の売却による収入 521 －

貸付けによる支出 △2,000 －

貸付金の回収による収入 5,685 1,547

預け金の返還による収入 5,971 －

有形固定資産の取得による支出 ※2
 △471,939

※2
 △496,125

有形固定資産の売却による収入 216 281,556

無形固定資産の取得による支出 ※2
 △15,188

※2
 △54,635

その他の投資にかかる支出 △26 △745

その他の投資にかかる収入 3,338 165

投資活動によるキャッシュ・フロー △407,303 △221,236
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △21,444 △76,851

短期借入金の純増減額（△は減少） 113,588 91,669

長期借入れによる収入 950,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △687,642 △171,050

社債の償還による支出 △100,000 －

自己株式の取得による支出 △925 △15

少数株主への配当金の支払額 △7,935 －

セール・アンド・リースバック取引による収入 － 174,700

その他 △740 △998

財務活動によるキャッシュ・フロー 244,899 517,452

現金及び現金同等物に係る換算差額 △99,417 5,912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 162,601 △341,803

現金及び現金同等物の期首残高 803,143 965,744

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 965,744

※1
 623,941
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　７社 (1）連結子会社の数　６社

連結子会社名 瀋陽日新気化器有限公司(中国)

 NIKKI AMERICA,INC.(米国)

 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS, 

LLC(米国) 

 田島精密工業㈱ 

 ㈱日気サービス 

 ニッキ・テクノ㈱ 

 ㈱ニッキ　ソルテック 

連結子会社名 瀋陽日新気化器有限公司(中国)

 NIKKI AMERICA,INC.(米国)

 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,

LLC(米国)

 田島精密工業㈱

 ニッキ・テクノ㈱

 ㈱ニッキ ソルテック サービス

なお、当社の連結子会社であった㈱ニッキ　ソルテッ

クは、平成21年４月１日を合併期日として㈱日気

サービスを吸収合併し、㈱ニッキ ソルテック サー

ビスに商号変更した。

　(2）主要な非連結子会社の名称 　(2）主要な非連結子会社の名称

　　　NIKKI KOREA CO.,LTD.(韓国) 同左

　　　連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余金等（持分に見

合う額）は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためである。

 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項

　持分法を適用していない非連結子会社　

（NIKKI KOREA CO.,LTD.）及び関連会社（泰華化油器股

?有限公司）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金等（持分に見合う額）に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用範

囲から除外している。

同左

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社である瀋陽日新気化器有限公司、

NIKKI AMERICA, INC.及びNIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,

LLCの決算日は12月31日である。連結財務諸表の作成にあ

たっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との

間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を

行っている。

同左

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ）有価証券　：その他有価証券 (イ）有価証券　：その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定)

同左

時価のないもの 時価のないもの

移動平均法による原価法 同左
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前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

(ロ）たな卸資産

　　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は、

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

（会計方針の変更）

当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）を適用し、評価基準については、原価法から原

価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

に変更している。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当

連結会計年度の営業損失、経常損失及び税金等調整

前当期純損失は、それぞれ33,950千円増加してい

る。

また、この変更に伴い、従来、営業外費用に計上し

ていた「たな卸資産廃却損」を売上原価に計上し

ている。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、営

業損失は、1,266千円増加している。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載している。 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ）有形固定資産（リース資産を除く）

(ロ）たな卸資産

　

同左

　

（会計方針の変更）

　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法　

(イ）有形固定資産（リース資産を除く）

　提出会社及び国内連結子会社は定率法を、また在

外連結子会社は定額法を採用している。

　但し、提出会社及び国内連結子会社は平成10年４

月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）及

び賃貸用資産に係る建物並びに構築物について定

額法を採用している。

なお、主な耐用年数は下記のとおりである。

建物及び構築物　　　  　３～65年

機械装置及び運搬具　  　３～12年

その他　　　　　　　  　１～20年 

　提出会社及び国内連結子会社は定率法を、また在

外連結子会社は定額法を採用している。

　但し、提出会社及び国内連結子会社は平成10年４

月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）及

び賃貸用資産に係る建物並びに構築物について定

額法を採用している。

なお、主な耐用年数は下記のとおりである。

建物及び構築物　　　  　３～65年

機械装置及び運搬具　  　３～12年

その他　　　　　　　  　１～20年 

(追加情報) 

　提出会社及び国内連結子会社の一部の機械装置の耐

用年数については、従来、耐用年数を10年としていた

が、当連結会計年度より法人税法の改正を契機として

見直しを行い、９年または12年に変更している。

　これにより営業損失、経常損失及び税金等調整前当

期純損失は、それぞれ7,519千円増加している。 

　

(ロ）無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっている。

なお、自社利用のソフトウェアについては社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ

ている。

(ロ）無形固定資産（リース資産を除く）

同左 
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前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

(ハ）リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用している。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理を採用している。

（ハ）リース資産

同左

(3）引当金の計上基準 (3）引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上している。

(イ）貸倒引当金

同左

(ロ）賞与引当金

提出会社及び一部の連結子会社は従業員の賞与

の支払に備えるため、支給見込額を計上している。

(ロ）賞与引当金

同左

(ハ）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上している。

なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により処理している。

(ハ）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上している。

なお、数理計算上の差異及び過去勤務債務につい

ては、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による定額法により処理し

ている。

（会計方針の変更）

当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基

準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19

号　平成20年７月31日）を適用している。

なお、同会計基準の適用に伴う退職給付債務の変

動はないため、これによる当連結会計年度の損益へ

の影響はない。　

(ニ）役員退職慰労引当金

提出会社が役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給見積額を計上してい

る。

(ニ）役員退職慰労引当金

同左

　

(ホ）役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えて、当連結会計年度にお

ける支給見込額に基づき計上することとしている。

(ホ）役員賞与引当金

同左
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前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

――――――――――

　

(ヘ）環境対策引当金

「ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の適正

な処理の推進に関する特別措置法」によるＰＣＢ

廃棄物の処理支出に備えるため、処理見積額を計

上している。

（追加情報）　

「ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の適正

な処理の推進に関する特別措置法」により、当連

結会計年度においてその処理費用見積額7,352千

円について、「環境対策引当金」を設定し、同繰入

額を特別損失として計上している。この結果、税金

等調整前当期純損失が7,352千円増加している。

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

いる。なお、在外子会社の資産及び負債、費用及び収益

は在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は少数株主持分及び純資産の部におけ

る為替換算調整勘定に含めている。

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準 

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

(イ）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用している。　

金利スワップについては、特例処理の要件を満た

しているため、特例処理を採用している。

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

(イ）ヘッジ会計の方法

同左　

　

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段：金利スワップ

　　ヘッジ対象：借入金

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段：同左

　　ヘッジ対象：同左

(ハ）ヘッジ方針　　　　　

　当社は金融機関からの借入金の一部について、金

利変動によるリスクを回避するため、金利スワップ

取引を利用しており、ヘッジ対象の識別は、個別契

約ごとに行っている。

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満たしているた

め、有効性の判定を省略している。

(ハ）ヘッジ方針　　　　　

同左

　

　

　　

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

　同左

(6）消費税等の会計処理方法 (6）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっている。 同左

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 ５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は全面時価評価

法によっている。 

同左

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヵ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっている。

同左
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱いの適用）

　当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子

会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

18号　平成18年５月17日）を適用している。

　なお、これによる当連結会計年度の損益への影響はない。 

 ――――――――――

　

（リース取引に関する会計基準等の適用）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていた

が、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制

度委員会）、平成19年３月30日改正））が適用されたこと

に伴い、通常の売買取引に係る会計処理によっている。但

し、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファ

イナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を引き続き採用している。

　なお、これによる損益への影響は軽微である。

――――――――――

―――――――――― （連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定

に関する適用指針の適用）

　当連結会計年度より、「連結財務諸表における子会社及び

関連会社の範囲の決定に関する適用指針」（企業会計基準

適用指針第22号　平成20年５月13日）を適用している。

なお、これによる当連結会計年度の損益への影響はない。

 

【表示方法の変更】

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

 （連結貸借対照表）

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年

８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連

結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されたも

のは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記している。

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」はそれぞれ

1,071,176千円、512,104千円、48,222千円である。 

 （連結損益計算書関係）

前連結会計年度まで区分掲記していた営業外収益の「受

取補助金」（当連結会計年度は818千円）は、営業外収益の

総額の100分の10以下となったため、営業外収益の「その

他」に含めて表示している。

　 ――――――――――

 

　

　

　

　

　

　

　

 ――――――――――

　

 

EDINET提出書類

株式会社ニッキ(E02171)

有価証券報告書

 50/100



【注記事項】

（連結貸借対照表関係）
 

前連結会計年度
（平成21年３月31日）

当連結会計年度
（平成22年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 14,213,643千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 14,435,719千円

※２　非連結子会社及び関連会社に対する主なものは次の

とおりである。

※２　非連結子会社及び関連会社に対する主なものは次の

とおりである。

投資有価証券（株式） 16,368千円 投資有価証券（株式） 16,368千円

※３　担保提供資産及び対応債務は次のとおりである。 ※３　担保提供資産及び対応債務は次のとおりである。

(1）担保提供資産 (1）担保提供資産

　 　　

土　地 23,624千円

合　計 23,624千円

建物及び構築物 222,226千円

土　地 142,056千円

合　計 364,282千円

(2）担保対応債務 (2）担保対応債務

短期借入金 96,800千円

長期借入金 653,200千円

合　計 750,000千円

短期借入金 1,414,919千円

長期借入金 1,039,950千円

合　計 2,454,869千円

  ４　当社及び一部の連結子会社においては、運転資金借入

のために極度額を設定した当座貸越契約（当座貸越専

用口座）を取引銀行３行と締結している。この当座貸

越契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高（短

期借入金残高）及び極度額との差額である借入未実行

残高は次のとおりである。

  ４　当社及び一部の連結子会社においては、運転資金借入

のために極度額を設定した当座貸越契約（当座貸越専

用口座）を取引銀行３行と締結している。この当座貸

越契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高（短

期借入金残高）及び極度額との差額である借入未実行

残高は次のとおりである。

当座貸越限度額 1,360,000千円

借入実行残高 1,240,000千円

差引額 120,000千円

当座貸越限度額 1,310,000千円

借入実行残高 1,290,000千円

差引額 20,000千円

 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりである。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりである。

支払運賃梱包費 141,636千円

給料及び手当 262,808千円

減価償却費 138,353千円

賞与引当金繰入額 35,444千円

退職給付費用 32,085千円

役員退職慰労引当金繰入額 19,371千円

研究開発費 155,497千円

支払運賃梱包費 130,942千円

給料及び手当 272,362千円

減価償却費 117,755千円

賞与引当金繰入額 20,187千円

退職給付費用 22,573千円

役員退職慰労引当金繰入額 18,955千円

研究開発費 122,357千円

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は166,214千円である。

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は172,216千円である。

　３　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ※３　固定資産売却益の主な内訳は次のとおりである。

建物及び構築物、土地 215,629千円

機械装置及び運搬具 76千円

※４　固定資産除売却損の主な内訳は次のとおりである。 ※４　固定資産除売却損の主な内訳は次のとおりである。

機械装置及び運搬具 24,047千円

その他の有形固定資産 5,482千円

機械装置及び運搬具 3,823千円

その他の有形固定資産 936千円

※５　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れている。

※５　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れている。

 33,950千円  61,029千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 10,000,000 － － 10,000,000

合計 10,000,000 － － 10,000,000

自己株式     

普通株式 621,367 1,790 － 623,157

合計 621,367 1,790 － 623,157

（注）自己株式の増加1,790株は単元未満株の買取によるものである。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はない。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はない。

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はない。

　

当連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 10,000,000 － － 10,000,000

合計 10,000,000 － － 10,000,000

自己株式     

普通株式 623,157 90 － 623,247

合計 623,157 90 － 623,247

（注）自己株式の増加90株は単元未満株の買取によるものである。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はない。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はない。

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はない。　
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,126,909千円
預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△161,164 

現金及び現金同等物 965,744 

 ※２　重要な非資金取引の内容

当連結会計年度に連結貸借
対照表に計上したリース資
産の取得額

201,508千円

現金及び預金勘定 740,755千円
預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△116,814 

現金及び現金同等物 623,941 

 ※２　重要な非資金取引の内容

当連結会計年度に連結貸借
対照表に計上したリース資
産の取得額

322,959千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１．ファイナンス・リース取引（借主側）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

①  リース資産の内容

 （イ）有形固定資産

ガス機器事業及び汎用機器事業における生産

設備（機械及び装置）である。　

　

 （ロ）無形固定資産

ソフトウエアである。 

 ②　リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項　（2）重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであ

る。 

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており、その内容は次の

とおりである。

１．ファイナンス・リース取引（借主側）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

①  リース資産の内容

 （イ）有形固定資産

ガス機器事業等における生産設備（機械及び

装置）及び本社におけるホストコンピュータ

（工具、器具及び備品）である。　　

 （ロ）無形固定資産

      同左

 ②　リース資産の減価償却の方法

　　    同左

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累計
額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

その他の有形固
定資産

154,089141,14312,946

合　計 154,089141,14312,946

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累計
額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

その他の有形固
定資産

34,356 32,004 2,352

合　計 34,356 32,004 2,352

　（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定している。

　（注）　　　　　　　 同左

（2）未経過リース料期末残高相当額 （2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 10,594千円

１年超 2,352千円

合　計 12,946千円

１年内 2,352千円

１年超 －千円

合　計 2,352千円

　（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が、有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

いる。

　（注）　　　　　　　 同左

（3）支払リース料及び減価償却費相当額 （3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 25,532千円

減価償却費相当額 25,532千円

支払リース料 6,132千円

減価償却費相当額 6,132千円

（4）減価償却費相当額の算定方法 （4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっている。

同左
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前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

２．オペレーティング・リース取引（借主側） ２．オペレーティング・リース取引（借主側）

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 7,149千円

１年超 13,107千円

合　計 20,257千円

１年内 7,149千円

１年超 5,958千円

合　計 13,107千円

３．オペレーティング・リース取引（貸主側） ３．オペレーティング・リース取引（貸主側）

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 337,979千円

１年超 －千円

合　計 337,979千円

１年内 506,968千円

１年超 337,979千円

合　計 844,948千円

 

（金融商品関係）

当連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、一時的な余資については、流動性の高い金融商品（主として短期的な預金、コマーシャルペー

パー等）で運用し、資金調達については、金融環境及び当社の財務内容を勘案し、最も適切な調達方法を採用する

方針である。調達資金の主な用途は、運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）である。またデリバ

ティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針である。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、事業活動より生じた営業債権であり、顧客の信用リスクが存在してい

る。また、海外への輸出に伴う外貨建ての営業債権には、為替の変動リスクが存在している。

投資有価証券は株式であり、市場価額の変動リスク及び発行体の信用リスクが存在している。

営業債務である支払手形及び買掛金については、１年以内の支払期日である。

借入金びファイナンス・リース取引に係るリース債務（固定負債）は、主に設備投資に係る資金調達を目的と

したものであり、返済日は最長で決算日後７年である。このうち一部は、金利の変動リスクが存在している。

デリバティブ取引は、主に借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引

である。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等について

は、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基準に関する事項 (5)重要なヘッジ

会計の方法」に記載している。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループでは、社内規程に従い、受取手形及び売掛金について、担当部署が主要な取引先の信用状況を定期

的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の

早期把握や軽減を図っている。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクについては、担当部署が為替変動状況について継続的にモニタリ

ングを行い、リスクの軽減を図っている。

　投資有価証券については、四半期ごとに時価や発行体の財務状況等を把握すると共に市況や取引先企業との関

係を勘案して保有状況の見直しを行っている。

　借入金については、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用している。

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規程に従い、決裁者の承認

を得て行っている。
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③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理　

　当社では、資金に係る手許流動性を確保するため、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、資

金調達に係る流動性リスクの低減を図っている。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が変動することがある。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契

約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではない。

２．金融商品の時価等に関する事項

　平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時

価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていない。（（注）２．参照）。

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価
（千円）

差額
（千円）

(1）現金及び預金 740,755 740,755 －

(2）受取手形及び売掛金 1,620,909 1,620,909 －

(3）投資有価証券 　 　 　

その他有価証券 1,055,451 1,055,451 －

　資産計 3,417,116　 3,417,116　 －

(1）支払手形及び買掛金 1,093,475　　 1,093,475 －

(2）短期借入金 1,570,669 1,570,669 －

(3) 長期借入金　 1,039,950　 1,038,767　 △1,182

(4) リース債務（固定負債）　 381,966　 381,966　 －　

　負債計 4,038,420　 4,037,238　 △1,182

 デリバティブ取引 － －　 －　

　

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

 資　産

(1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっている。

(3）投資有価証券

時価については、取引所の価格によっている。なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、

注記事項「有価証券関係」に記載している。

負　債

(1）支払手形及び買掛金、(2）短期借入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっている。

(3）長期借入金　

長期借入金のうち、変動金利によるものは、金利が一定期間ごとに更新される条件となっているため、時

価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額によっている。固定金利によるものは、元利金の合計

額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定している。

(4）リース債務（固定負債）

元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価

値により算定している。
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デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、「（3）長期借入金」に時価に含めて記載している。

　注記事項「デリバティブ取引関係」に記載している。

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式等 35,022

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（3）投資有価証

券」には含めていない。

（注）３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

 
１年以内　
  (千円） 

現金及び預金 739,794　　

受取手形及び売掛金 1,620,909

投資有価証券

　その他有価証券のうち満期があるもの　
－　

合計 2,360,704　

（注）４. 長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

 連結附属明細表「借入金等明細表」に記載を行っている。

（追加情報）

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）及び「金融商品

の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用している。
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成21年３月31日現在）

１．売買目的有価証券

該当事項はない。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はない。

３．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 278,515 582,114 303,599

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 278,515 582,114 303,599

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 114,526 75,174 △39,352

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 114,526 75,174 △39,352

合計 393,041 657,289 264,247

 （注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について29,926千円減損処理を行っている。

 なお減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行ってい

る。

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

521 202 －

５．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 18,654

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

該当事項はない。

 

EDINET提出書類

株式会社ニッキ(E02171)

有価証券報告書

 58/100



当連結会計年度（平成22年３月31日現在）

１．売買目的有価証券

該当事項はない。

２．満期保有目的の債券

該当事項はない。

３．その他有価証券

 種類
連結貸借対照表計
上額（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 1,045,971 381,857 664,113

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,045,971 381,857 664,113

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 9,480 11,184 △1,703

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 9,480 11,184 △1,703

合計 1,055,451 393,041 662,409

 （注）非上場株式（貸借対照表計上額　18,654千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていない。　

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

該当事項はない。
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（デリバティブ取引関係）

１.取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日） 

（1）取引の内容

利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引である。 

（2）取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針である。

（3）取引の利用目的

デリバティブ取引は、 借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用し

ている。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っている。

（4）ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用している。 

（5）ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段：金利スワップ

　ヘッジ対象：借入金

（6）ヘッジ方針

金融機関からの借入金の一部について、金利変動によるリスクの低減並びに金融収支改善のため対象債務の範囲内

でヘッジを行っている。

（7）ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略している。

（8）取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有している。

なお取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識している。

（9）取引にかかるリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引方法等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が

決裁担当者の承認を得て行っている。 

２. 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

該当事項はない。

なお、金利スワップ取引を行っているが、ヘッジ会計を適用しているため注記の対象から除いている。 
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当連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はない。　

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引　

金利関係

　

ヘッジ会計の方法

　

　

取引の種類　

　

　

主なヘッジ対象　

　

当連結会計年度（平成22年３月31日）

契約額等

（千円）

契約額等のうち

１年超（千円）

時価

（千円）　

金利スワップの特例処理
金利スワップ取引

変動受取・固定支払　
長期借入金 　923,200 　766,400 （注）

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、そ

の時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。　
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（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

（退職給付関係） （退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要

     当社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型の制 

     度として、主に適格退職年金制度及び退職一時金制 

     度を設けている。また、従業員の退職等に際して割 

     増退職金を支払う場合がある。

当社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度

として、主に適格退職年金制度及び退職一時金制度を

設けていたが、平成21年10月より適格退職年金制度を

確定給付企業年金制度へ移行し退職一時金制度の一部

については確定拠出年金制度へ移行した。また、従業員

の退職等に際して割増退職金を支払う場合がある。

２．退職給付債務に関する事項（平成21年３月31日現在）２．退職給付債務に関する事項（平成22年３月31日現在）

①　退職給付債務 △2,689,239千円

②　年金資産 643,001 

③　未積立退職給付債務

（①＋②）
△2,046,238 

④　未認識数理計算上の差異 163,598 

⑤　退職給付引当金（③＋④） △1,882,639 

①　退職給付債務 △1,959,879千円

②　年金資産 496,073 

③　未積立退職給付債務

（①＋②）
△1,463,805 

④　未認識数理計算上の差異 33,652 

⑤　未認識過去勤務債務 △232,860 

⑥　退職給付引当金

（③＋④＋⑤）
△1,663,013 

（注）子会社は退職給付債務の算定にあたり簡便法を

採用している。

（注）　　　　　　 同左

３．退職給付費用に関する事項（自　平成20年４月１日　至

　平成21年３月31日）

３．退職給付費用に関する事項（自　平成21年４月１日　至

　平成22年３月31日）

①　勤務費用 150,026千円

②　利息費用 56,066 

③　期待運用収益 14,052 

④　数理計算上の差異の費用処理額 8,828 

⑤　臨時に支払った割増退職金 45,801 

⑥　退職給付費用

（①＋②－③＋④＋⑤）
246,671 

①　勤務費用 118,365千円

②　利息費用 50,458 

③　期待運用収益 8,937 

④　数理計算上の差異の費用処理額 △20,969 

⑤　過去勤務債務の費用処理額 △25,873 

⑥　臨時に支払った割増退職金 24,765 

⑦　確定拠出年金への掛金拠出額 6,356 

⑧　退職給付費用

（①＋②－③＋④＋⑤＋⑥＋⑦）
144,165 

（注）子会社は退職給付費用の算定にあたり簡便法を

採用している。　

（注）　　　　　　 同左

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項（平成21年

３月31日現在）

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項（平成22年

３月31日現在）

①　割引率 2.00％

②　期待運用収益率 1.55％

③　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

④　数理計算上の差異の処理年数  

発生年度から５年（定額法）　

――――――――――

①　割引率 2.00％

②　期待運用収益率 1.55％

③　退職給付見込額の期間配分方法 同左

④　数理計算上の差異の処理年数  

同左

⑤　過去勤務債務の処理年数  

発生年度から５年（定額法）

（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

該当事項はない。 　

当連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

該当事項はない。 　

（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳
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前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

（繰延税金資産）  

賞与引当金 56,789千円

退職給付引当金 738,507 

役員退職慰労引当金 27,828 

貸倒引当金 4,431 

たな卸資産評価損 46,299 

関係会社株式評価損 11,755 

投資有価証券評価損 12,202 

未払費用 141,765 

繰越欠損金 486,844 

その他 69,588 

繰延税金資産小計 1,596,012 

評価性引当額 △1,594,505 

繰延税金資産合計 1,507 

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △107,548 

繰延税金負債合計 △107,548 

繰延税金資産(負債)の純額 △106,041 

 

（繰延税金資産）  

賞与引当金 43,007千円

退職給付引当金 668,099 

役員退職慰労引当金 33,492 

貸倒引当金 3,119 

たな卸資産評価損 81,286 

関係会社株式評価損 11,755 

投資有価証券評価損 12,202 

未払費用 96,688 

繰越欠損金 961,417 

その他 56,433 

繰延税金資産小計 1,967,503 

評価性引当額 △1,965,996 

繰延税金資産合計 1,507 

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △269,534 

繰延税金負債合計 △269,534 

繰延税金資産(負債)の純額 △268,027 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別内訳 

 　当期純損失を計上しているため、記載を省略してい

る。

 同左

 

（賃貸等不動産関係）

　当連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日） 

当社では、東京都品川区において、賃貸用のオフィスビルを所有し、不動産賃貸事業を行っている。平成22年３月期に

おける当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は429,943千円（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）であ

る。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりである。　

　連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度末の時価

（千円）前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

1,452,978　 　△46,015 1,406,962 　4,704,231

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額である。

２．当連結会計年度増減額のうち、主な減少額は、減価償却費である。

３．当連結会計年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額である。

（追加情報）

当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号　平成20年11月28

日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号　平成20年11

月28日）を適用している。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

 
自動車機器
事業(千円)

ガス機器
事業(千円)

汎用機器
事業(千円)

不動産賃貸
事業(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結
(千円)

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 1,421,7023,373,0613,668,199509,3158,972,279 － 8,972,279

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
－ － － － － － －

計 1,421,7023,373,0613,668,199509,3158,972,279 － 8,972,279

営業費用 1,318,9093,449,3234,498,05795,0239,361,314105,9609,467,274

営業利益（又は営業損失△） 102,793△76,262△829,857414,291△389,034△105,960△494,995

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出        

資産 811,8661,928,4363,502,7931,452,9787,696,0751,928,4779,624,552

減価償却費 121,964287,360364,38358,501832,209 5,435 837,645

資本的支出 81,029196,409347,474 － 624,913 186 625,100

　（注）１．事業区分は、製品の種類、性質により区分している。

２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

自動車機器事業 スロットルボディ、気化器、アクセルワイヤユニット、アクチュエータ

ガス機器事業
ＥＣＵ（電子制御装置）、インジェクター及び噴射システム、ミキサ、ベーパー

ライザ、レギュレータ

汎用機器事業 汎用気化器（農業用、産業用）、船舶用気化器、二輪用噴射システム

不動産賃貸事業 不動産賃貸

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は105,960千円である。その主なもの

は提出会社本社の総務部門等管理部門に係る費用である。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,928,477千円であり、余裕資金（現金及び預

金）、長期投資（投資有価証券）及び管理部門に係わる資産等である。

５．会計方針の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（1）（ロ）に記載のとおり、当連結会計年度

より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用している。こ

の変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度は、自動車機器事業で営業利益が8,165千

円減少し、ガス機器事業及び汎用機器事業で営業損失が10,552千円、16,499千円それぞれ増加している。 
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当連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

 
自動車機器
事業(千円)

ガス機器
事業(千円)

汎用機器
事業(千円)

不動産賃貸
事業(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結
(千円)

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 847,1042,208,6443,031,290515,8246,602,863 － 6,602,863

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
－ － － － － － －

計 847,1042,208,6443,031,290515,8246,602,863 － 6,602,863

営業費用 920,2612,784,1243,718,85685,8817,509,12473,5407,582,664

営業利益（又は営業損失△） △73,157△575,479△687,566429,943△906,260△73,540△979,800

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出        

資産 762,5352,046,2943,501,1581,406,9627,716,9501,833,8629,550,812

減価償却費 101,893265,536332,54846,015745,995 4,838 750,833

資本的支出 24,209548,438168,217 － 740,865 980 741,845

　（注）１．事業区分は、製品の種類、性質により区分している。

２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

自動車機器事業 スロットルボディ、気化器、アクセルワイヤユニット、アクチュエータ

ガス機器事業
ＥＣＵ（電子制御装置）、インジェクター及び噴射システム、ミキサ、ベーパー

ライザ、レギュレータ

汎用機器事業 汎用気化器（農業用、産業用）、船舶用気化器、二輪用噴射システム

不動産賃貸事業 不動産賃貸

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は73,540千円である。その主なもの

は提出会社本社の総務部門等管理部門に係る費用である。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,833,862千円であり、余裕資金（現金及び預

金）、長期投資（投資有価証券）及び管理部門に係わる資産等である。
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

 日本（千円） 中国（千円） 米国（千円） 計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 7,100,979169,0961,702,2028,972,279 － 8,972,279

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,209,254189,359 － 1,398,614△1,398,614 －

計 8,310,234358,4561,702,20210,370,893△1,398,6148,972,279

営業費用 8,646,225338,4351,793,71210,778,373△1,311,0989,467,274

営業利益（又は営業損失△） △335,990 20,021 △91,509 △407,479 △87,515 △494,995

Ⅱ　資産 7,465,742319,4671,314,6769,099,887524,6659,624,552

　（注）１．所在地は、在外子会社の所在する国により区分している。

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は105,960千円であり、その主なもの

は提出会社本社の総務部門等管理部門に係る費用である。

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,928,477千円であり、その主なものは余裕資産

（現金及び預金）、長期投資（投資有価証券）及び管理部門に係わる資産等である。

４．会計方針の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」４．（1）（ロ）に記載のとおり、当連結会

計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用してい

る。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業損失が、日本で35,216千円増

加している。 

　

当連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

 日本（千円） 中国（千円） 米国（千円） 計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 4,896,669175,7381,530,4556,602,863 － 6,602,863

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
665,251 296,716 775 962,744△962,744 －

計 5,561,921472,4551,531,2317,565,608△962,7446,602,863

営業費用 6,502,005376,8571,588,8358,467,698△885,0347,582,664

営業利益（又は営業損失△） △940,083 95,597 △57,604 △902,090 △77,709 △979,800

Ⅱ　資産 7,041,614446,2471,263,5028,751,364799,4489,550,812

　（注）１．所在地は、在外子会社の所在する国により区分している。

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は73,540千円であり、その主なもの

は提出会社本社の総務部門等管理部門に係る費用である。

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,833,862千円であり、その主なものは余裕資産

（現金及び預金）、長期投資（投資有価証券）及び管理部門に係わる資産等である。
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【海外売上高】

前連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

 米国 韓国 その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,065,5061,368,248 311,783 3,745,537

Ⅱ　連結売上高（千円）    8,972,279

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
23.0 15.2 3.5 41.7

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２．各区分に属する主な国又は地域

(1）米国

(2）韓国

(3）その他……中近東、東南アジア、中国

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。

 

当連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

 米国 韓国 その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,840,287 684,067 748,463 3,272,817

Ⅱ　連結売上高（千円）    6,602,863

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
27.9 10.4 11.3 49.6

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２．各区分に属する主な国又は地域

(1）米国

(2）韓国

(3）その他……中近東、東南アジア、中国

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。

 

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

該当事項はない。 

　

当連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

該当事項はない。 
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 261円33銭

１株当たり当期純損失          50円91銭

１株当たり純資産額 197円9銭

１株当たり当期純損失 90円18銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、当期純損失であり、また、潜在株式が存在していないた

め記載していない。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、当期純損失であり、また、潜在株式が存在していないた

め記載していない。

　（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１株当たり当期純損失金額   

当期純損失（千円） △477,427 △845,667

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） △477,427 △845,667

期中平均株式数（株） 9,377,676 9,376,753

 

 

 

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１.子会社の合併

当社の連結子会社である株式会社ニッキ　ソルテック

は、平成21年２月16日開催の臨時株主総会の決議に基づき

平成21年４月１日を合併期日として、当社連結子会社であ

る株式会社日気サービスを吸収合併した。

（1）合併の目的

当該２社を合併することにより、ガス自動車関連事業

の開発、製造および販売の機能を一体化させ、経営基盤

の強化、経営効率の向上を図るとともに、ガス自動車事

業の拡大を推進することを目的としている。

（2）合併の方法及び合併後の会社の名称

・株式会社ニッキ　ソルテックを存続会社とする吸収合

併方式で株式会社日気サービスは解散した。

・存続会社の商号は、「株式会社ニッキ　ソルテック　

サービス」となった。

（3）合併比率

合併当事会社は、当社の100％子会社であるため、合併

比率の定めはない。

（4）合併による新株の割当

合併による新株の割当はない。

（5）合併による増加資本金

合併による増加資本金はない。

（6）当該事象の連結損益に与える影響額

当該子会社の合併による連結業績への影響及び営業

活動等への影響は軽微である。

  ――――――――――
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前連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

２.子会社における事業の休止

当社の連結子会社である田島精密工業株式会社は、平成

21年４月22日開催の取締役会にて、事業を休止する旨の決

議を行った。

（1）事業休止の時期

平成21年９月下旬　事業休止予定

（2）汎用機器事業の休止の理由

田島精密工業株式会社は当社の汎用機器事業の生産

拠点として、汎用気化器及び部材等の生産を行ってきた

が、米国の金融危機に端を発した世界同時不況の影響に

よる事業環境の変化に伴い、同社の業績は急速に悪化し

た。

　また、今後の需要回復の不透明性も増していることか

ら、国内外の当社グループ全体の生産体制の見直しを行

い、グループ全体の生産効率の改善・収益構造の再構築

を図るために同社の汎用機器事業を休止することに

なった。

（3）子会社の概要

商号　　　：田島精密工業株式会社

　代表者　　：代表取締役社長　尾中　弘明

　所在地　　：福島県南会津郡南会津町中荒井874番３

　設立年月日：昭和49年11月15日

　事業の内容：気化器及び燃料ポンプの製作販売

　資本金　　：35百万円

　持分比率　：100％

（4）内容

　①　休止する事業

　　　汎用機器事業

　②　業績（平成21年３月31日現在）

売上高　　：477百万円

営業損失　： 42百万円

経常損失　： 35百万円

当期純損失： 66百万円

（5）当該事象の連結損益に与える影響額

当該子会社の事業休止による連結業績への影響及び

営業活動等への影響は軽微である。

  ――――――――――
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はない。 

 

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 1,240,0001,331,6692.18 －

１年以内に返済予定の長期借入金 137,600239,0003.18 －

１年以内に返済予定のリース債務 40,828 88,652 3.84 －

１年以内に返済予定の割賦未払金 998 1,027 2.87 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 812,4001,039,9503.20平成23年～28年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 188,649381,9663.84平成23年～29年 

割賦未払金（１年以内に返済予定のものを除く。） 5,737 4,709  2.87平成23年～27年

その他有利子負債 － － － －

合計 2,426,2133,086,974－ －

（注）１.平均利率については期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。

２.長期借入金、リース債務及び割賦未払金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予

定額は、下記のとおりである。

 
 

１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

 長期借入金 239,000   239,000  235,000 157,750

 リース債務 91,867 93,765 89,034 50,134

 割賦未払金 1,057 1,087 1,119 1,152

 

（２）【その他】

　　　　　当連結会計年度における四半期情報

 

第１四半期
自平成21年４月１日

至平成21年６月30日
 

第２四半期
自平成21年７月１日
至平成21年９月30日

 

第３四半期
自平成21年10月１日
至平成21年12月31日

 

第４四半期
自平成22年１月１日
至平成22年３月31日

 

 売上高（千円） 1,427,0931,520,4901,542,2512,113,028

 税金等調整前四半期純損益（千円） △452,218 △390,404 △98,050 75,731

 四半期純損益金額（千円） △431,823 △390,075 △115,623 91,855

 １株当たり四半期純損益金額（円） △46.05 △41.60 △12.33 9.79
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 422,882 217,028

受取手形 8,241 3,628

売掛金 ※3
 1,846,731

※3
 1,787,990

商品及び製品 241,835 212,023

仕掛品 645,407 573,812

原材料及び貯蔵品 30,695 24,293

従業員に対する短期貸付金 1,552 1,231

関係会社短期貸付金 95,363 115,272

未収入金 84,652 71,975

その他 46,713 58,548

貸倒引当金 △10,891 △7,516

流動資産合計 3,413,183 3,058,288

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※2
 1,899,393

※1,※2
 1,787,392

構築物（純額） ※2
 42,894

※1,※2
 33,236

機械及び装置（純額） ※2
 829,029

※2
 679,898

車両運搬具（純額） ※2
 10,364

※2
 8,843

工具、器具及び備品（純額） ※2
 288,030

※2
 189,818

土地 ※1
 184,222

※1
 162,172

リース資産（純額） ※2
 169,745

※2
 381,378

建設仮勘定 40,906 198,321

有形固定資産合計 3,464,587 3,441,062

無形固定資産

ソフトウエア 144,718 74,095

リース資産 10,491 50,596

電話加入権 1,776 1,776

無形固定資産合計 156,986 126,468

投資その他の資産

投資有価証券 675,943 1,074,105

関係会社株式 648,363 648,363

出資金 2,650 2,650

関係会社出資金 187,380 187,380

従業員に対する長期貸付金 6,522 5,291

関係会社長期貸付金 643,584 518,958

その他 1,142 1,929

投資その他の資産合計 2,165,586 2,438,678

固定資産合計 5,787,160 6,006,209

資産合計 9,200,344 9,064,497
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 702,590 648,130

買掛金 289,754 341,580

短期借入金 1,240,000 ※1
 1,331,669

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 137,600

※1
 239,000

リース債務 40,828 88,652

未払金 22,326 15,076

未払費用 484,464 294,034

未払法人税等 2,886 1,268

前受金 51,249 44,529

預り金 13,636 11,847

賞与引当金 126,382 100,466

設備関係支払手形 66,320 47,640

その他 998 1,027

流動負債合計 3,179,037 3,164,921

固定負債

長期借入金 ※1
 812,400

※1
 1,039,950

リース債務 188,649 381,966

繰延税金負債 107,548 269,534

退職給付引当金 1,782,714 1,641,710

役員退職慰労引当金 68,390 82,132

環境対策引当金 － 7,352

預り敷金 731,735 731,735

その他 5,737 4,709

固定負債合計 3,697,175 4,159,090

負債合計 6,876,212 7,324,012

純資産の部

株主資本

資本金 500,000 500,000

資本剰余金

資本準備金 26,902 26,902

資本剰余金合計 26,902 26,902

利益剰余金

利益準備金 125,000 125,000

その他利益剰余金

退職手当積立金 6,800 6,800

別途積立金 2,164,250 1,804,000

繰越利益剰余金 △360,250 △819,806

利益剰余金合計 1,935,800 1,115,994

自己株式 △295,270 △295,286

株主資本合計 2,167,432 1,347,610

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 156,698 392,875

評価・換算差額等合計 156,698 392,875

純資産合計 2,324,131 1,740,485

負債純資産合計 9,200,344 9,064,497
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

売上高

売上高 7,611,335 ※4
 4,874,155

不動産賃貸収入 509,315 515,824

売上高合計 8,120,650 5,389,980

売上原価

製品期首たな卸高 340,678 241,835

当期製品製造原価 ※3
 7,095,977

※3
 5,210,506

合計 7,436,655 5,452,342

製品期末たな卸高 241,835 212,023

製品売上原価 ※7
 7,194,819

※7
 5,240,319

不動産賃貸費用 ※1
 89,472

※1
 77,480

売上原価合計 7,284,292 5,317,800

売上総利益 836,358 72,180

販売費及び一般管理費

支払運賃梱包費 95,800 78,708

役員報酬 61,888 46,360

給料及び手当 179,648 191,010

賞与支払額 28,465 28,269

賞与引当金繰入額 24,518 17,782

退職給付費用 33,487 20,438

役員退職慰労引当金繰入額 19,371 18,955

福利厚生費 116,871 88,613

減価償却費 130,453 104,453

自動車機器技術研究組合賦課金 ※2
 9,306

※2
 6,999

コンピューター費 78,781 58,042

研究開発費 ※3
 149,256

※3
 122,702

クレーム処理費 94,839 57,550

その他 223,341 214,161

販売費及び一般管理費合計 1,246,031 1,054,047

営業損失（△） △409,673 △981,867

営業外収益

受取利息 3,077 ※4
 29,680

受取配当金 ※4
 48,276 21,927

技術指導料収入 ※4
 42,633

※4
 39,408

為替差益 10,182 －

雑収入 ※4
 31,928 21,480

営業外収益合計 136,098 112,497

営業外費用

支払利息 25,851 81,199

為替差損 － 69,154

雑損失 987 942

営業外費用合計 26,839 151,297

経常損失（△） △300,414 △1,020,667
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 188 ※5
 219,367

貸倒引当金戻入額 － 4,714

特別利益合計 188 224,081

特別損失

固定資産除売却損 ※6
 24,387

※6
 3,560

投資有価証券評価損 29,926 －

特別退職金 4,573 11,153

環境対策引当金繰入額 － 7,352

特別損失合計 58,887 22,065

税引前当期純損失（△） △359,113 △818,651

法人税、住民税及び事業税 1,136 1,155

法人税等合計 1,136 1,155

当期純損失（△） △360,250 △819,806
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【製造原価明細書】

  
前事業年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費   4,675,31261.5 2,696,22451.4
Ⅱ　労務費 ※１  1,727,20422.7 1,466,00427.9
Ⅲ　経費        

減価償却費  541,989  545,308  
その他 ※２ 660,3501,202,33915.8 538,4591,083,76720.7
当期総製造費用   7,604,856100.0 5,245,996100.0
期首仕掛品たな卸高   326,086  645,407 
合計   7,930,942  5,891,404 
他勘定振替高 ※３  189,557  107,085 
期末仕掛品たな卸高   645,407  573,812 
当期製品製造原価   7,095,977  5,210,506 

        

 (注)  

前事業年度 
 （自　平成20年４月１日
     至　平成21年３月31日）

当事業年度 
 （自　平成21年４月１日
     至　平成22年３月31日）

 原価計算の方法  原価計算の方法

　総合原価計算を採用している。 同左

 （1）素材別、製品別に標準原価を設定し、期中の受払い

は全て標準価格をもって行い、期末に原価差額調

整を行っている。

 

 （2）製品の標準原価は、標準材料費並びに標準加工費

を合算して算出しており、加工費は部門別に計算

している。 

 

※１　この内賞与及び賞与引当金繰入額 303,000千円

退職給付費用 145,557千円

※２　この内外注加工費 276,624千円

※３　主に、固定資産、研究開発費に振替えたもので

　　　ある。

※１　この内賞与及び賞与引当金繰入額 221,091千円

退職給付費用 94,472千円

※２　この内外注加工費 99,277千円

※３　　　　　　　　　同左

　

 

EDINET提出書類

株式会社ニッキ(E02171)

有価証券報告書

 75/100



③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 500,000 500,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 500,000 500,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 26,902 26,902

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 26,902 26,902

資本剰余金合計

前期末残高 26,902 26,902

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 26,902 26,902

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 125,000 125,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 125,000 125,000

その他利益剰余金

退職手当積立金

前期末残高 6,800 6,800

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,800 6,800

別途積立金

前期末残高 2,300,000 2,164,250

当期変動額

別途積立金の取崩 △135,749 △360,250

当期変動額合計 △135,749 △360,250

当期末残高 2,164,250 1,804,000

繰越利益剰余金

前期末残高 △135,749 △360,250

当期変動額

当期純損失（△） △360,250 △819,806

別途積立金の取崩 135,749 360,250

当期変動額合計 △224,501 △459,556

当期末残高 △360,250 △819,806
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 2,296,050 1,935,800

当期変動額

当期純損失（△） △360,250 △819,806

当期変動額合計 △360,250 △819,806

当期末残高 1,935,800 1,115,994

自己株式

前期末残高 △294,344 △295,270

当期変動額

自己株式の取得 △925 △15

当期変動額合計 △925 △15

当期末残高 △295,270 △295,286

株主資本合計

前期末残高 2,528,608 2,167,432

当期変動額

当期純損失（△） △360,250 △819,806

自己株式の取得 △925 △15

当期変動額合計 △361,175 △819,822

当期末残高 2,167,432 1,347,610

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 549,466 156,698

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△392,767 236,176

当期変動額合計 △392,767 236,176

当期末残高 156,698 392,875

評価・換算差額等合計

前期末残高 549,466 156,698

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△392,767 236,176

当期変動額合計 △392,767 236,176

当期末残高 156,698 392,875

純資産合計

前期末残高 3,078,074 2,324,131

当期変動額

当期純損失（△） △360,250 △819,806

自己株式の取得 △925 △15

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △392,767 236,176

当期変動額合計 △753,943 △583,645

当期末残高 2,324,131 1,740,485
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【重要な会計方針】

前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び評価方法 １．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式及び関連

会社株式

：移動平均法による原価法

(2）その他有価証券  

時価のあるもの ：期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）

(1）子会社株式及び関連会

社株式

：同左

(2）その他有価証券  

時価のあるもの ：同左

時価のないもの ：移動平均法による原価法 時価のないもの ：同左

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 ２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げ方法により算定）

（会計方針の変更）

当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適

用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更している。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業損

失、経常損失及び税引前当期純損失は、それぞれ33,950

千円増加している。

　また、この変更に伴い、従来、営業外費用に計上してい

た「たな卸資産廃却損」を売上原価に計上している。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業損

失は、989千円増加している。

　同左　

　

（会計方針の変更）

　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３．固定資産の減価償却の方法 ３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用している。

但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）及び賃貸用資産に係る建物並びに

構築物は定額法を採用している。 

　なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

建物　　　　         ５～65年

構築物　　　       　７～50年

機械及び装置　　　　 ９～12年

車両運搬具　　　   　３～７年 

工具、器具及び備品　 １～20年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用している。

但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）及び賃貸用資産に係る建物並びに

構築物は定額法を採用している。 

　なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

建物　　　　         ５～65年

構築物　　　       　７～50年

機械及び装置　　　　 ９～12年

車両運搬具　　　   　３～７年 

工具、器具及び備品　 １～20年 
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前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

（追加情報）

機械装置の耐用年数については、従来、耐用年数を10

年としていたが当事業年度より、平成20年度の法人税

法の改正を契機として見直しを行い、９年または12年

に変更している。

これにより営業損失、経常損失及び税引前当期純損

失は、それぞれ8,207千円増加している。 

　

 

(2）無形固定資産（リース資産を除く）：定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ

ている。

(2）無形固定資産（リース資産を除く）：　同左

(3）リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっている。 

(3）リース資産

同左 

 ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準  ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益として処理している。

同左

５．引当金の計上基準 ５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上している。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額を計上

している。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してい

る。なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定

額法により処理している。

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

している。

　なお、数理計算上の差異及び過去勤務債務について

は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法により処理している。

（会計方針の変更）

当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」の

一部改正（その３）」（企業会計基準第19号　平成20

年７月31日）を適用している。

なお、同会計基準の適用に伴う退職給付債務の変動

はないため、これによる当事業年度の損益への影響は

ない。　
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前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

(4）役員退職慰労引当金

　提出会社が役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給見積額を計上している。

(4）役員退職慰労引当金

同左

────────── (5）環境対策引当金

「ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の適正な処

理の推進に関する特別措置法」によるＰＣＢ廃棄物

の処理支出に備えるため、処理見積額を計上してい

る。

（追加情報）　

「ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の適正な

処理の推進に関する特別措置法」により、当事業年度

においてその処理費用見積額7,352千円について、

「環境対策引当金」を設定し、同繰入額を特別損失と

して計上している。この結果、税引前当期純損失が

7,352千円増加している。

６．ヘッジ会計の方法 ６．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用している。 

金利スワップについては、特例処理の要件を満たし

ているため、特例処理を採用している。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：同左

ヘッジ対象：同左

(3）ヘッジ方針

　当社は金融機関からの借入金の一部について、金利変

動によるリスクを回避するため、金利スワップ取引を

利用しており、ヘッジ対象の識別は、個別契約ごとに

行っている。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、

有効性の判定を省略している。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．その他の財務諸表作成のための重要な事項 ７．その他の財務諸表作成のための重要な事項

消費税等は、税抜方式により処理している。 同左
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【会計処理方法の変更】

前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

（リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていた

が、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16

号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委

員会）、平成19年３月30日改正））が適用されたことに伴

い、通常の売買取引に係る会計処理によっている。但し、

リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理を引き続き採用している。

　なお、これによる損益への影響は軽微である。

──────────

　

 

【表示方法の変更】

前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

 （貸借対照表）

前事業年度まで、「半製品」として区分掲記していたが

財務諸表等規則の改正に伴い、当該実態により適切に表示

するため、当事業年度から「仕掛品」として表示している。

なお、当事業年度の「仕掛品」に含まれている半製品は

で109,390千円ある。

 ──────────

　

 （損益計算書）

前期まで区分掲記していた営業外収益の「受取補助金」

（当期818千円）は、営業外収益の総額の100分の10以下と

なったため、営業外収入の「雑収入」に含めて表示してい

る。

 ──────────
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成21年３月31日）

当事業年度
（平成22年３月31日）

※１　担保資産及び担保に係る債務

担保に供している資産は次のとおりである。　

※１　担保資産及び担保に係る債務

担保に供している資産は次のとおりである。

土　地 23,624千円

合　計 23,624千円

建　物 221,329千円

構築物 896千円

土　地 142,056千円

合　計 364,282千円

担保に係る債務は次のとおりである。 担保に係る債務は次のとおりである。

１年以内返済予定の長期借入金 96,800千円

長期借入金 653,200千円

合　計 750,000千円

短期借入金 1,175,919千円

１年以内返済予定の長期借入金 239,000千円

長期借入金 1,039,950千円

合　計 2,454,869千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額は13,483,143千円で

ある。

※２　有形固定資産の減価償却累計額は13,736,715千円で

ある。

※３　関係会社に係る注記 ※３　関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりである。

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりである。

売掛金 641,437千円 売掛金 522,749千円

  ４  当社においては、運転資金借入のために極度額を設

定した当座貸越契約（当座貸越専用口座）を取引銀行

３行と当座貸越契約を締結している。この契約に基づ

く当期末の借入実行残高（短期借入金残高）及び極度

額との差額である借入未実行残高は次のとおりであ

る。

  ４  当社においては、運転資金借入のために極度額を設

定した当座貸越契約（当座貸越専用口座）を取引銀行

３行と当座貸越契約を締結している。この契約に基づ

く当期末の借入実行残高（短期借入金残高）及び極度

額との差額である借入未実行残高は次のとおりであ

る。

当座貸越極度額 1,340,000千円

借入実行残高 1,240,000千円

差引額 100,000千円

当座貸越極度額 1,310,000千円

借入実行残高 1,290,000千円

差引額 20,000千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

※１　不動産賃貸費用の主な費用と金額は次のとおりであ

る。

※１　不動産賃貸費用の主な費用と金額は次のとおりであ

る。

減価償却費 58,501千円

固定資産税 29,732千円

減価償却費 46,015千円

固定資産税 30,584千円

※２　公害及び安全に対する研究に支出したもので租税

　　　特別措置法52条の１によるものである。

※２　　　　　　　　　 同左

※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

　　　費は155,917千円である。

※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

　　　費は167,939千円である。

※４　関係会社に対するものは次のとおりである。 ※４　関係会社に対するものは次のとおりである。

受取配当金 16,853千円

技術指導料収入 35,416千円

雑収入 15,013千円

売上高 1,261,130千円

受取利息 29,288千円

技術指導料収入 38,294千円

５　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ※５　固定資産売却益の内訳は次のとおりである。

建物及び構築物、土地 215,629千円

機械及び装置 3,737千円

※６　固定資産除売却損の内訳は次のとおりである。 ※６　固定資産除売却損の内訳は次のとおりである。

建物 545千円

機械及び装置 23,677千円

車両運搬具 148千円

工具、器具及び備品 15千円

建物 180千円

機械及び装置 3,380千円

　 　　

　 　　

※７　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れている。

33,950千円 

※７　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れている。

61,029千円 

 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式（注） 621,367 1,790 － 623,157

合計 621,367 1,790 － 623,157

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,790株は、単元未満株式の買取による増加である。

 

当事業年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式（注） 623,157 90 － 623,247

合計 623,157 90 － 623,247

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加90株は、単元未満株式の買取による増加である。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１．ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

（イ）有形固定資産

ガス機器事業及び汎用機器事業における生産設

備（機械及び装置）である。

　

（ロ）無形固定資産

ソフトウエアである。 

②　リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりである。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっており、その内容は次のとおりで

ある。

１．ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

（イ）有形固定資産

ガス機器事業等における生産設備（機械及び装

置）及び本社におけるホストコンピュータ（工

具、器具及び備品）である。

（ロ）無形固定資産

　  　同左 

②　リース資産の減価償却の方法

　　　　　同左

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具、器具及び
備品

150,792137,84612,946

合　計 150,792137,84612,946

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具、器具及び
備品

34,356 32,004 2,352

合　計 34,356 32,004 2,352

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定している。

（注）　　　　　　　　 同左

（2）未経過リース料期末残高相当額 （2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 10,594千円

１年超 2,352千円

合　計 12,946千円

１年内 2,352千円

１年超 －千円

合　計 2,352千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定している。

（注）　　　　　　　　 同左

（3）支払リース料及び減価償却費相当額 （3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 24,708千円

減価償却費相当額 24,708千円

支払リース料 6,132千円

減価償却費相当額 6,132千円

（4）減価償却費相当額の算定方法 （4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっている。

同左

２．オペレーティング・リース取引（借主側） ２．オペレーティング・リース取引（借主側）

未経過リース料 未経過リース料

１年内 7,149千円

１年超 13,107千円

合　計 20,257千円

１年内 7,149千円

１年超 5,958千円

合　計 13,107千円
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前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

３．オペレーティング・リース取引（貸主側） ３．オペレーティング・リース取引（貸主側）

未経過リース料 未経過リース料

１年内 337,979千円

１年超 －千円

合　計 337,979千円

１年内 506,968千円

１年超 337,979千円

合　計 844,948千円

　

（有価証券関係）

　前事業年度（平成21年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

　当事業年度（平成22年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式648,362千円、関連会社株式１千円）は、市場

価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していない。

　

（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：千円）

（繰延税金資産）  

賞与引当金 51,425

退職給付引当金 725,386

役員退職慰労引当金 27,828

貸倒引当金 4,431

たな卸資産評価損 44,836

関係会社株式評価損 25,793

投資有価証券評価損 12,202

未払費用 140,991

繰越欠損金 469,111

その他 67,384

繰延税金資産小計 1,569,391

評価性引当額 △1,569,391

繰延税金資産合計 －

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 △107,548

繰延税金負債合計 △107,548

繰延税金資産(負債）の純額 △107,548

（単位：千円）

（繰延税金資産）  

賞与引当金 40,879

退職給付引当金 668,012

役員退職慰労引当金 33,492

貸倒引当金 3,119

たな卸資産評価損 80,601

関係会社株式評価損 25,793

投資有価証券評価損 12,202

未払費用 96,120

繰越欠損金 890,694

その他 54,484

繰延税金資産小計 1,905,400

評価性引当額 △1,905,400

繰延税金資産合計 －

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 △269,534

繰延税金負債合計 △269,534

繰延税金資産(負債）の純額 △269,534

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別内訳

 　　当期純損失を計上しているため、記載を省略している。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別内訳

同左
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１株当たり純資産額   247円85銭

１株当たり当期純損失  38円41銭

１株当たり純資産額   185円61銭

１株当たり当期純損失  87円42銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため

記載していない。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため

記載していない。

　（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前事業年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１株当たり当期純損失金額   

当期純損失（千円） △360,250 △819,806

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） △360,250 △819,806

期中平均株式数（株） 9,377,676 9,376,753

 

（重要な後発事象）

該当事項はない。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（千円）

投資有価

証券

その他

有価証券

モトニック㈱ 76,902 503,716

日産自動車㈱ 205,323 164,463

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 261,560 128,164

ソニー㈱ 30,800 110,264

マツダ㈱ 168,000 44,184

㈱横浜銀行 52,000 23,816

㈱りそなホールディングス 17,500 20,685

㈱商工組合中央金庫 175,000 17,500

三菱重工業㈱ 41,250 15,963

富士重工業㈱ 30,277 14,654

みずほ信託銀行㈱ 110,000 10,340

片倉チッカリン㈱ 31,762 9,179

いすゞ自動車㈱ 17,000 4,301

国産電機㈱ 17,000 3,655

三菱鉛筆㈱ 1,100 1,526

㈱自動車部品会館 21,000 1,050

アジア航測㈱ 1,000 237

ケイヒン㈱ 2,000 206

トーハツ㈱ 1,000 104

ネポン㈱ 1,000 95

  合計 1,261,474 1,074,105
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産        

建物 5,417,94410,010 185,9665,241,9873,454,59591,0651,787,392

構築物 249,442 － 10,935 238,507205,270 6,948 33,236

機械及び装置 6,166,68680,603 171,4316,075,8585,395,959205,758679,898

車両運搬具 41,261 4,091 － 45,352 36,509 5,612 8,843

工具、器具及び備品 4,656,65896,531 520 4,752,6694,562,851194,731189,818

土地 184,222 － 22,049 162,172 － － 162,172

リース資産 190,608272,299 － 462,907 81,529 60,666 381,378

建設仮勘定 40,906 438,954281,539198,321 － － 198,321

有形固定資産計 16,947,730902,490672,44317,177,77713,736,715564,7833,441,062

無形固定資産        

ソフトウエア 516,250 3,800 － 520,050445,955 74,423 74,095

リース資産 10,900 50,659 － 61,559 10,963 10,554 50,596

電話加入権 1,776 － － 1,776 － － 1,776

無形固定資産計 528,926 54,460 － 583,386456,918 84,978 126,468

長期前払費用 － － － － － － －

繰延資産 　 　 　 　 　 　 　

－ － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

(注)１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりである。

(機械及び装置)　         　　積層ＶＰ加工用Ｍ/Ｃ-ＯＰ10       　　  　         12,837千円 

                             積層ＶＰ加工用Ｍ/Ｃ-ＯＰ20                        12,837

                             積層ＶＰ加工用Ｍ/Ｃ-ＯＰ30                        12,837

(工具、器具及び備品)　       ガス機器製造金型他                   　       　  76,920

(リース資産　有形) 　        インジェクター自動組立装置 　　　　　      　    155,746          

(建設仮勘定)　　　　　　　　 トップフィードＩＮＪ単体組立装置　　　　　       221,523

ＥＣＵ基盤両面リフロー実装ライン工事              56,593

              

(注)２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりである。

(建物)　　      　　 　　　　相武台独身寮　　　　　　                　　　    116,271千円

　　　(機械及び装置)　　　　　　　 マシニングセンター                                30,450

　　　(土地)　　　　　　　　　　　 相武台独身寮                                      20,484

      (建設仮勘定)                 インジェクター自動組立装置　　　  　     　　    155,200 

積層型ベーパーラーザー加工設備                    41,718
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【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 10,891 7,816 － 10,891 7,816

賞与引当金 126,382 100,466 126,382 － 100,466

役員退職慰労引当金 68,390 18,955 4,834 379 82,132

環境対策引当金 － 7,352 － － 7,352

　（注）１．貸倒引当金の当期減少額の（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額である。 

 　　　 ２．役員退職慰労引当金の当期減少額の（その他）は、支給役員退職慰労金の減額によるものである。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

内訳 金額（千円）

現金 163

預金の種類  

普通預金 216,277

外貨預金　 587

小計 216,864

合計 217,028

ロ．受取手形

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

トーハツ㈱ 3,628

合計 3,628

期日別内訳

期日別 金額（千円）

平成22年４月 460

〃 　５月 828

〃 　６月 540

〃 　７月 868

〃 　８月以降 930

合計 3,628

 ハ．売掛金

 相手先別内訳

相手先 金額（千円）

NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 341,539

GM Daewoo Auto & Technology Co. 254,743

川崎重工業㈱ 181,709

いすゞ自動車㈱ 126,452

泰華化油器股?有限公司 104,093

その他 779,451

合計 1,787,990
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期末残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

×100
{(A)+(D)}÷2
──────
(B) ÷ 12

1,846,7315,265,1995,323,9401,787,990 74.9 4.14ヶ月

　（注）消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。

ニ．商品及び製品

品目 金額（千円）

自動車機器 19,494

ガス機器 105,895

汎用機器 86,633

合計 212,023

ホ．仕掛品

品目 金額（千円）

自動車機器 52,759

ガス機器 　　286,591

汎用機器 234,460

合計 573,812

 

ヘ．原材料及び貯蔵品

品目 金額（千円）

黄銅材、普通鋼材他 22,122

治工具材 2,171

合計 24,293

 

②　固定資産

イ．関係会社株式

区分 金額（千円）

NIKKI AMERICA,INC. 505,642

㈱ニッキ　ソルテック　サービス 116,352

NIKKI KOREA CO.,LTD 16,367

その他 10,002

合計 648,363

 

ロ．関係会社長期貸付金

区分 金額（千円）

NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 518,958

合計 518,958
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 ③　流動負債

イ．支払手形　

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

藤倉ゴム工業㈱ 61,260

伸和金属工業㈱ 53,220

㈱東輝 41,360

エルリングクリンガー・マルサン㈱ 29,150

㈱新和製作所 26,080

㈱フジックス 22,980

その他 461,720

合計 695,770

　（注）支払手形の中に設備関係支払手形も含む。

期日別内訳

期日別 金額（千円）

平成22年４月 162,820

〃 　５月 162,010

〃 　６月 188,900

〃 　７月 182,040

合計 695,770

ロ．買掛金

相手先 金額（千円）

三菱商事ユニメタルズ㈱ 24,146

伸和金属工業㈱ 19,876

㈱東輝 16,509

藤倉ゴム工業㈱ 14,798

㈱富士精機製作所 13,312

　その他 252,935

合計 341,580
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ハ．短期借入金　

相手先 金額（千円）

㈱横浜銀行 480,000

㈱りそな銀行 430,000

㈱商工組合中央金庫 380,000

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 41,669

合計 1,331,669

④　固定負債

イ．長期借入金

相手先 金額（千円）

㈱横浜銀行 766,400

㈱商工組合中央金庫 273,550

合計 1,039,950

 

ロ．退職給付引当金

区分 金額（千円）

　退職給付債務 1,938,575

　年金資産 △496,073

　未認識数理計算上の差異 △33,652

　未認識過去勤務債務 232,860

　　　　　　　　　　　　　合計 1,641,710

 

ハ．預り敷金

相手先 金額（千円）

ソニー㈱ 731,735

合計 731,735

（３）【その他】

　　　　　　該当事項はない
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月３１日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月３１日

剰余金の配当の基準日
９月３０日

３月３１日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
（特別口座） 

東京都千代田区大手町二丁目６番２号（日本ビル４階）

東京証券代行株式会社

株主名簿管理人
（特別口座） 

東京都千代田区大手町二丁目６番２号（日本ビル４階）

東京証券代行株式会社

取次所                      ───────

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故やその他

やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載ＵＲＬ

http://www.nikkinet.co.jp/

株主に対する特典 なし

(注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募

集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利

を有していない。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はない。 

 

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出している。 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第118期）（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）平成21年６月26日 関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成21年６月26日 関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

（第119期第１四半期）（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）平成21年８月７日 関東財務局長に提出

（第119期第２四半期）（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）平成21年11月13日 関東財務局長に提出 

（第119期第３四半期）（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）平成22年２月12日 関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成21年７月31日 関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び19号（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事

象）の規定に基づく臨時報告書である。　

(5) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

平成21年11月12日 関東財務局長に提出

事業年度（118期）（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確

認書である。　

(6) 四半期報告書の訂正報告書及び確認書

平成21年11月12日 関東財務局長に提出

（第119期第１四半期）（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）の四半期報告書に係る訂正報告書及びその

確認書である。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はない。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 平成21年６月26日

株　式　会　社　ニ　ッ　キ  

取　締　役　会　　御　中   

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 畠山　伸一　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 菊地　哲　　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 北川　卓哉　　　印

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ニッキの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。　

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ニッキ及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４.（１）に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用している。

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ニッキの平成21年３月31

日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成す

る責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、

財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社ニッキが平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統

制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係

る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 平成22年６月25日

株　式　会　社　ニ　ッ　キ  

取　締　役　会　　御　中   

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 畠山　伸一　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 菊地　哲　　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 北川　卓哉　　　印

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ニッキの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。　

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ニッキ及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ニッキの平成22年３月31

日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成す

る責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、

財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社ニッキが平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統

制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係

る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 平成21年６月26日

株　式　会　社　ニ　ッ　キ  

取　締　役　会　　御　中   

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 畠山　伸一　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 菊地　哲　　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 北川　卓哉　　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ニッキの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第118期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ニッキの平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

追記情報 

重要な会計方針２.に記載されているとおり、会社は当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準第９号　平成18年７月５日）を適用している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　以　上

（※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 平成22年６月25日

株　式　会　社　ニ　ッ　キ  

取　締　役　会　　御　中   

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 畠山　伸一　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 菊地　哲　　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 北川　卓哉　　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ニッキの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第119期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ニッキの平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　以　上

（※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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